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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の領域および第２の領域を具備する、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、または失
禁用パッドに用いるためのウエブ材料であって、前記第１の領域はその上に配置された第
１のスキンケア組成物を有し、前記第２の領域はその上に配置された第２のスキンケア組
成物を有し、前記第１のスキンケア組成物は前記第２のスキンケア組成物とは異なる製剤
であり、前記第１の領域または第２の領域はカフス領域であり、前記スキンケア組成物は
カフスの別々の部分にストライプとして適用されることを特徴とする、ウエブ材料。
【請求項２】
　着用者の皮膚に隣接して位置する、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、または失禁用パ
ッドに用いるためのウエブ材料であって、前記ウエブ材料は第１の領域および第２の領域
を具備し、前記第１の領域はその上に配置された有効量の第１のスキンケア組成物を有し
、前記第１のスキンケア組成物は２０℃で半固形または固形であり、着用者の皮膚に少な
くとも部分的に移行可能であり、前記第２の領域はその上に配置された有効量の第２のス
キンケア組成物を有し、前記第２のスキンケア組成物は前記第１のスキンケア組成物とは
異なる製剤であり、前記第１の領域または第２の領域はカフス領域であり、前記スキンケ
ア組成物はカフスの別々の部分にストライプとして適用されることを特徴とする、ウエブ
材料。
【請求項３】
　着用者の皮膚に隣接して位置する、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、または失禁用パ
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ッドに用いるための伸長性ウエブ材料であって、前記ウエブ材料は第１の領域および第２
の領域を具備し、前記第１の領域は第１の平面を有し、前記第２の領域は前記第１の平面
とは異なる第２の平面において隆起した要素を有し、前記ウエブ材料は、前記ウエブ材料
が前記ウエブ材料を伸長するのに十分な掛けられた力に供されるとき前記第１の領域およ
び前記第２の領域が実質的に平面状態となるように伸長性であり、前記第１の領域がその
上に配置された第１のスキンケア組成物を有し、前記第１のスキンケア組成物は２０℃で
半固形または固形であり、着用者の皮膚に少なくとも部分的に移行可能であり、前記第２
の領域はその上に配置された第２のスキンケア組成物を有し、前記第２のスキンケア組成
物は２０℃で半固形または固形であり、着用者の皮膚に少なくとも部分的に移行可能であ
り、前記第１のスキンケア組成物は前記第２のスキンケア組成物とは異なる製剤であり、
前記第１の領域または第２の領域はカフス領域であり、前記スキンケア組成物はカフスの
別々の部分にストライプとして適用されることを特徴とする、伸長性ウエブ材料。
【請求項４】
　前記第１のスキンケア組成物が、（ｉ）２０℃で可塑性または流体コンシステンシーを
有する約１０％から約９５％のエモリエント剤および（ｉｉ）前記ウエブ材料上に前記エ
モリエント剤を固定することが可能な約５％から約９０％の固定化剤を含む、請求項１な
いし３のいずれか１項記載のウエブ材料。
【請求項５】
　前記エモリエント剤が、石油系エモリエント剤、脂肪酸エステルエモリエント剤、ポリ
シロキサンエモリエント剤、シュークロースエステル脂肪酸、アルキルエトキシレートエ
モリエント剤およびそれらの混合物からなる群より選択される成員を含み、より好ましく
は、前記エモリエント剤は約５％以下の水分を含み、鉱油、ペトロラタムおよびそれらの
混合物からなる群より選択される石油系エモリエント剤を含む、請求項４記載のウエブ材
料。
【請求項６】
　前記固定化剤が、ポリヒドロキシ脂肪酸エステル、ポリヒドロキシ脂肪酸アミド、Ｃ１

４～Ｃ２２脂肪アルコール、Ｃ１２～Ｃ２２脂肪酸、Ｃ１２～Ｃ２２脂肪アルコールエト
キシレートおよびそれらの混合物からなる群より選択される、請求項４または５記載のウ
エブ材料。
【請求項７】
　ウエブ材料が、不織布、織布、フィルム、発泡体、弾性ウエブ、積層体、弾性ウエブと
不織布またはフィルムとの積層体、互いに結合した弾性ウエブと非弾性ウエブとの積層体
、弾性ウエブと前記弾性ウエブに結合した非弾性ウエブとのストレッチ積層体、構造的に
弾性的なフィルムウエブ、またはそれらの組み合わせからなる群より選択される、請求項
１ないし６のいずれか１項記載のウエブ材料。
【請求項８】
　前記第１のスキンケア組成物が第１の皮膚の健康の利益を提供するために有効量配置さ
れ、前記第２のスキンケア組成物が第２の皮膚の健康の利益を提供するために有効量配置
される、請求項１ないし７のいずれか１項記載のウエブ材料。
【請求項９】
　前記ウエブ材料上の前記スキンケア組成物の量が、約０．０５ｍｇ／ｉｎ２から約８０
ｍｇ／ｉｎ２の範囲である、請求項１ないし８のいずれか１項記載のウエブ材料。
【請求項１０】
　着用者の皮膚に隣接して着用される、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、または失禁用
パッドであって、そのおむつ、生理用ナプキン、または失禁用パッドは請求項１ないし９
のいずれか１項記載のウエブ材料を具備する、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、または
失禁用パッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
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本発明はウエブ材料に関し、特に、その上に配置された２以上のスキンケア組成物を有す
るそのようなウエブ材料に関する。スキンケア組成物は、通常の接触および／または着用
者の動きおよび／または体温により着用者の皮膚に移行可能である。本発明のウエブ材料
は、持続性および使い捨て製品の両方についての広範な潜在的用途を有するが、しかし、
特に、使い捨ておむつ、失禁ブリーフ、トレーニングパンツ、生理用ナプキンなどのよう
な使い捨て吸収製品における使用にとって優れて適切である。
【０００２】
本発明はまた、おむつ、トレーニングパンツ、成人失禁デバイス、生理用ナプキンなどの
様な吸収製品に関し、特に、着用者の皮膚の健康を維持および／または改善するために通
常の接触および／または着用者の動きおよび／または体温により着用者の皮膚に移行可能
であるその上に配置される２以上のスキンケア組成物を有する吸収製品に関する。本発明
において開示されるスキンケア組成物は、例えば、皮膚の保護バリアまたは治療上の利益
を提供するために、より少ない赤化（ｒｅｄ　ｍａｒｋｉｎｇ）または皮膚の刺激となる
ように製品が着用者の皮膚に接触する領域における製品と皮膚とのあいだの擦過を最小化
させるために、皮膚上でのＢＭの清浄化を改善させるために、または製品のカフスまたは
他の要素のバリア特性を改善させるために、使用の間に移行して着用者の皮膚の健康を維
持および／または改善するために選択される。
【０００３】
発明の背景
使い捨ておむつおよび失禁用ブリーフまたは失禁用下着のような吸収製品の主要機能は、
身体滲出物を吸収し、含有することである。従って、そのような製品は、身体滲出物が、
着用者との接触に至る被服または寝具のような他の製品を汚し、濡らし、または汚染する
ことを防止することが意図される。そのような製品についての欠陥の最も一般的な形式は
、身体滲出物が隣接する被服に対して製品と着用者の脚部または腰部との間の間隙から漏
れ出るときに起こる。と言うのは、身体滲出物は製品の中にすぐに吸収されず、吸収製品
は、間隙が、滲出物が製品から漏れ出ることを可能とするように作られて、着用者に対し
て良好な適合を維持し得ないからである。例えば、尿は、尿が被服または他の製品との接
触に至る製品と着用者との間の間隙に移動するように噴出時にトップシート上に溜まり、
それらの製品により吸収される傾向がある。加えて、吸収製品により容易に吸収されない
緩い糞便物体は、身体に接触する表面上に「浮き」、製品と着用者の脚部または腰部との
間の間隙を越えて出ていく傾向がある。
【０００４】
現代の使い捨ておむつは、トップシート、バックシート、吸収性コア、および着用者の脚
部および／または腰部と接触するように配置された典型的には弾性カフスである１以上の
カフスを有する。それらの弾性カフスは、弾性カフスがおむつのエッジと接触被服とのあ
いだにバリアを提供し、加えて一般的に、脚部また腰部のまわりの密閉および間隙形成の
最小化を維持するように着用者の脚部または腰部のまわりのガスケット作用を提供すると
言う点において、流体を満載したおむつからおむつのエッジに接触する被服への吸収作用
およびオーバーフローを一般的に防止するのに有効であることがわかっている。しかしな
がら、弾性部材により作り出される力は強い局所圧力をもたらす狭い面積に沿って集中さ
れるので、そのような弾性カフスは着用者の皮膚に刻み目をつけ、印を付ける傾向が大き
い。それらの皮膚への影響は、皮膚の柔らかさ及びわずかな圧力または摩擦作用にさえ感
受性があることにより、小児および失禁する老齢者の成人により着用される製品について
特に強い。それらの皮膚への影響は、そのような製品により引き起こされる皮膚の閉塞に
より更に強くなりさえする。おむつによる皮膚に閉塞は、皮膚の過剰な水和に潜在的には
導き得る。結果として、過剰水和した皮膚は、通常の着用者の動きおよび弾性カフスとの
接触により引き起こされる摩擦による擦過由来の損傷に対してより感受性がある。過剰に
水和した皮膚は、おむつかぶれ、紅斑、あせも、擦過、圧力刻印、および皮膚の障壁の損
失を含む皮膚の疾患に対して、より感受性はあることもまた一般的に知られている。擦過
した過剰に水和した皮膚のバリア効果の減少は、さらに、おむつかぶれの増加を引き起こ
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し得る。（２１Ｃ．Ｆ．Ｒ．３３３．５０３は、おむつかぶれを「以下の要因、すなわち
、水分、閉塞、すりむき、尿または便または両方との継続した接触、または機械的もしく
は化学的な刺激の１以上により引き起こされるおむつ領域（会陰、臀部、下腹部、および
内腿）における炎症した皮膚の状態」と定義する。）着用しているおむつおよび他の吸収
製品と関連する皮膚の疾患の問題に対処するために、介護者または着用者はしばしば、着
用者に対して吸収製品を取り付ける前に臀部、生殖器、肛門、および／または他の領域に
皮膚の保護的および／または治療的製品を適用する。この手順は通常は、介護者がその手
に皮膚の保護製品をつけ、次いで、着用者の皮膚上にそれを拭きつけることを含む。この
無駄の多い、厄介な、時間を消費する、そして容易に忘れられる手順の必要をなくすため
に、製品のトップシート上にスキンケア物質を含む吸収製品を作るための試みがなされて
きた。
【０００５】
おむつ製品に鎮静化する保護コーティングを与えるために適用された１つの物質は鉱油で
ある。（液体ペトロラタムとしてもまた知られる）鉱油は、石油の中の高融点（すなわち
、３００℃～３９０℃）画分を蒸留することにより得られるさまざまの液体炭化水素の混
合物である。鉱油は、周囲温度、例えば、２０℃～２５℃で液体である。結果として、鉱
油は、おむつに適用されたとき相対的に流動的であり移動性である。鉱油は周囲温度で流
動的であり、移動性があるので、それは、おむつの表面上に局在しつづける傾向がないが
、しかし、代わりに、おむつの内部に移動する。従って、相対的に大きな量の鉱油が所望
の治療的または保護的なコーティングの利益を提供するためにおむつに適用される必要が
ある。このことは、処理されたおむつ製品についてのコストの増加に導くのみならず、そ
の上、下にある吸収性コアの吸収性の減少を含む他の欠点にも導く。
【０００６】
そのレベルを増加させることなしでさえ、一旦適用された鉱油が移動する傾向は他の欠点
を有する。例えば、適用された鉱油は、処理されたおむつ製品のための包装またはラップ
材料に、の中に、およびそれを通って移動し得る。このことは、おむつ製品からの鉱油に
よる汚れまたは他の漏れを回避するためにバリアタイプの包装またはラップフィルムにつ
いての必要を作り出し得る。
【０００７】
ダンカン（Ｄｕｎｃａｎ）らへの米国特許第３，４８９，１４８号は、トップシートの一
部が油性材料の不連続フィルムで覆われている疎水性かつ非親油性のトップシートを具備
する乳児用おむつを教示する。ダンカンらの参照文献において開示されているおむつの主
要な欠点は、疎水性かつ非親油性トップシートは、下にある吸収性コアへの尿の移動を促
進する点で遅いことである。
【０００８】
トップシート上に液体組成物を配置することにより遭遇する移動の問題に加えて、先行技
術は、その上に配置されるスキンケア組成物が製品上にとどまり、スキンケアの利益を提
供するのに有効な量で着用者の皮膚に移行するように吸収製品を使用し、製品を処理する
方法により引き起こされるスキンケアの欠点を認識することに失敗してきた。先行技術は
また、製品のトップシートの処理のみでは着用者の皮膚のすべての重要な領域に組成物を
必要なだけ移行させないかまたは着用者の皮膚のすべての領域に必要な利益を提供しない
ことをも見落としてきた。例えば、着用者の臀部は、典型的には、着用者の脚部および腰
部よりもおむつかぶれに対してより感受性が高い。脚部および腰部は、典型的には、吸収
製品で用いられるカフス由来の擦過および赤化のような紅斑に対してより感受性が高い。
【０００９】
従って、着用者の皮膚の特定の帯域または領域において所望の皮膚の健康の利益を提供す
るために具体的に製剤化されたスキンケア組成物を着用者の皮膚に投与することが望まし
いであろう。今までは、すべての皮膚へのすべての利益を提供するための試みにおいて単
一のスキンケア組成物が用いられてきた。しかしながら、すべての領域における皮膚によ
り必要とされるすべての利益を提供する単一のスキンケア組成物を製剤化し、吸収製品の
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全ての表面上にスキンケア組成物を提供することはコストがかかり、困難である。
【００１０】
従って、さらに、特定のスキンケアの利益を提供するためにウエブまたはおむつの特定帯
域上に特定のスキンケア組成物の配置を局在させることを可能とすることは望ましいであ
ろう。
【００１１】
ウエブまたは製品の第１の領域が使用時に第１の領域と接触する皮膚の領域において改善
されたスキンケアの利益を提供するようにその上に配置された第１のスキンケア組成物を
有し、ウエブまたは製品の第２の領域が使用時に第２の領域と接触する皮膚領域における
改善されたスキンケアの利益を提供するようにその上に配置された第２のスキンケア組成
物を有する、ウエブまたは吸収製品を提供することもまた望ましいであろう。それぞれの
スキンケア組成物は、ウエブまたは最終製品の機能を阻害しない一方で皮膚への利益を提
供するように着用者の皮膚に移行可能でなければならない。
【００１２】
それゆえ、本発明の目的は、スキンケア組成物の少なくとも一部がより少ない皮膚の刺激
、より少ない赤化、紅斑および／またはおむつかぶれの減少を含む治療的利益、および／
または皮膚へのＢＭの粘着の減少とそれによるＢＭ清浄化の容易さの向上を含む所望のス
キンケアの利益を提供するように着用者の皮膚に移行可能である、その上に配置された２
以上のスキンケア組成物を有するウエブまたは吸収製品を提供することである。
【００１３】
そのおよび他の目的は本発明を用いて得られ、以下の開示を読むことから容易に明らかと
なるであろう。
【００１４】
発明の概要
本発明は、その上に配置された２以上のスキンケア組成物を有するウエブまたはウエブ材
料に関する。スキンケア組成物は、ウエブが使用者の皮膚の特定部位に具体的なスキンケ
アの利益を与えるように設計され得るように異なる製剤組成（ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ）
を有し得る。好ましい態様において、ウエブ材料は第１の領域と第２の領域を有し、第１
のスキンケア組成物は第１の領域上に配置され、第２のスキンケア組成物は第２の領域上
に配置される。
【００１５】
本発明はまた、その上に配置された２以上のスキンケア組成物を有するおむつの様な吸収
製品にも関する。もしスキンケア組成物の製剤が異なるならば、吸収製品は着用者の皮膚
の特定部分に特定のスキンケアの利益を与えるように設計され得る。例えば、トップシー
トは典型的には、使用時に着用者の生殖器および臀部と接触するので、おむつかぶれの防
止および／または治療を提供するために具体的に製剤化された第１のスキンケア組成物は
、トップシートまたはトップシートの一部上に配置され得る。カフスまたはトップシート
の他の部分は、着用者の腰部および脚部と接触するようになる傾向があるので、第２のス
キンケア組成物は、摩擦／赤化に対する利益のような皮膚の紅斑を減少させるように具体
的に製剤化され得る。従って、おむつの異なる部分またはおむつを構成するウエブは、ス
キンケア治療または維持のために着用者の皮膚の特定領域を標的にしてその上に配置され
た具体的に製剤化されたスキンケア組成物を有し得る。このことは、多数の異なる消費者
の必要のために具体的に設計された製品を提供する上で、本発明のその様な吸収製品の設
計ならびに製造者の能力において大きな自由度を可能とする。
【００１６】
重要なことに、ここで有用なスキンケア組成物は、通常の接触、着用者の動き、および／
または体温により着用者の皮膚に容易に移行可能である。皮膚に移行して、スキンケア組
成物は所望の治療的および／または保護的なコーティングの利益を提供し、より少ない赤
化、紅斑、おむつかぶれ、皮膚の刺激となり、および／または着用者の皮膚に対するＢＭ
の粘着を減少させ、それによりＢＭ清浄化の容易さを向上させる。
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【００１７】
本明細書で以後検討される様に、本発明において有用なスキンケア組成物は、好ましくは
、それが室温でウエブまたは吸収製品上で相対的に不動であり局在し、体温で着用者に移
行可能であり、さらに、極端な貯蔵条件の下で完全に液体ではないような溶融プロフィー
ルを有する。そのような態様においては、所望のスキンケアの利益を与えるために必要と
されるスキンケア組成物はより少なくてすむ。加えて、特別なバリアまたはラップ材料は
、本発明の処理された製品を包装する上で必要ではないであろう。
【００１８】
１つの好ましい態様において、本発明の吸収製品は、カフス上に配置される（適用される
かまたは移動可能である）第１のスキンケア組成物およびトップシート上に配置される第
２のスキンケア組成物を具備する。ここで用いられるものとして、「カフス」と言う術語
は、バリアカフス、ガスケットカフス、その組み合わせおよび変形を含む脚部カフス、横
方向バリアおよびポケット／スペーサー、サイドパネル、ならびにウエストフラップ、ウ
エストバンド、ウエストキャップ、および一体的ウエストキャップ／ウエストバンドを含
むウエストカフス、それらのカフスの全部または一部の組合わせが含まれる。出願人は、
そのような好ましい製品が皮膚の特定帯域または領域に目的とする治療的および／または
保護的な利益をもたらすことを発見した。
【００１９】
発明の詳細な説明
ここで用いられるものとして、「含む、具備する、備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」と
言う術語は、本発明の実施において組み合わせて用いられ得るさまざまの部材、成分、ま
たは工程を意味する。従って、「含む、具備する、備える」と言う術語は、より限定的な
術語の「本質的に～からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）
」および「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」を包含する。
【００２０】
ここで用いられるものとして、「スキンケア組成物」と言う術語は、製品から着用者の皮
膚に移行したとき、治療的および／または保護的な皮膚への利益を提供する１以上の薬剤
を含むいずれの組成物も称する。典型的な材料は、以下で詳細に検討される。
【００２１】
別段の特定のない限り、ここで用いられるすべてのパーセンテージ、比および割合は重量
による。
【００２２】
Ａ．吸収製品
ここで用いられるものとして、「吸収製品」と言う術語は、身体滲出物を吸収し、含有す
るデバイスを称し、特に、身体から排出されるさまざまの滲出物を吸収し、含有するため
に着用者の皮膚に当接して配置されるデバイスを称する。「使い捨て」と言う術語は、こ
こでは、洗濯されるかまたはさもなければ一回の使用の後に吸収製品として修復されるか
または再使用されることが意図されない吸収製品を記述するために用いられる。使い捨て
吸収製品の例には、生理用パンティ、生理用ナプキン、およびパンティライナーのような
女性用衛生製品、おむつ、ブリーフまたは下着のような失禁製品、おむつホルダー、おむ
つ挿入物、プルオンおむつおよびトレーニングパンツ、などが含まれる。
【００２３】
典型的には、使い捨て吸収製品は、液体透過性トップシートおよびトップシートに結合す
る液体不透過性バックシートを具備する外側カバー層を具備するシャーシ、および好まし
くはトップシートとバックシートとの間に位置し、外側カバー層の中に収納される吸収性
コアを具備する。トップシート、バックシート、吸収性コア、およびそれらの部材のいず
れか個別の層を含む使い捨て吸収製品およびその部材は、一般的に身体表面および着衣表
面と称される２つの主要表面（第１表面および第２表面）を有する。ここで用いられるも
のとして、「身体表面」（身体に接触する表面または皮膚に接触する表面ともまた称され
る）は、着用者の身体に向かってまたは隣接して着用されることが意図される製品または
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部材の表面を意味し、一方、「着衣表面」は、着用者から離れて面する反対側上に存在し
、使い捨て吸収製品が着用されるとき着用者の着衣に向かって配向する。
【００２４】
以下の記載は、一般的に、使い捨て吸収製品において有用である吸収性コア、トップシー
ト、およびバックシート材料を検討する。この一般的記載は、一般的に本明細書で記載さ
れる他の使い捨て吸収製品のものに加えて、図１～４において示されおよび以下に更に記
載される特定の吸収製品の部材に適用されることが理解されるべきである。
【００２５】
一般的に、吸収性コアは、液体（例えば、経血、尿、および／または他の身体滲出物）を
吸収し、または保持することが可能である。吸収性コアは、好ましくは、圧縮可能であり
、柔順であり、着用者の皮膚に対して刺激がない。吸収性コアは、広範な大きさおよび形
態で（例えば、長方形、卵形、砂時計形、「Ｔ」字形、ドッグボーン形、対称形、非対称
形、など）製造され得る。本発明の吸収性複合材料に加えて、吸収性コアは、エアフェル
トと一般的に称される細砕された木材パルプのような吸収製品において通常用いられる広
範な液体吸収性材料のいずれかを含み得る。吸収性コアにおける使用にとって適切な他の
吸収性材料の例には、しわのあるセルロースの詰め物、コフォーム（ｃｏｆｏｒｍ）を含
む溶融ブロー繊維、化学的に硬化され、修飾され、または架橋されたセルロース性繊維、
けん縮されたポリエステル繊維のような合成繊維、ピートモス、ティッシュラップおよび
ティッシュラミネートを含むティッシュ、吸収性発泡体、吸収性スポンジ、超吸収性ポリ
マー、吸収性ゲル化材料、またはいずれか等価の材料または材料の組合わせ、またはそれ
らの混合物が含まれる。
【００２６】
吸収性コアの形状および構造もまた変化し得る（例えば、吸収性コアは、変化する厚さゾ
ーンおよび／または中央で厚くなるようなプロフィール、親水性勾配、例えば超吸収剤の
勾配のような吸収性複合材料の勾配、例えば獲得ゾーンのような低平均密度および低平均
坪量ゾーンを有し得るか、または１以上の層または構造を具備し得る。）。しかしながら
、吸収性コアの全吸収能力は、吸収製品の設計負荷および意図される用途と合致すべきで
ある。さらに、吸収性コアの大きさおよび吸収能力は、おむつ、失禁用パッド、トレーニ
ングパンツ、パンティライナー、通常の生理用ナプキン、および夜間の生理用ナプキンの
ような異なる用途に適合する様に、および小児から成人までの範囲の着用者に適合するよ
うに変化し得る。
【００２７】
吸収性コアは、例えば、ダスチング層、吸収または獲得層（動揺（ｓｕｒｇｅ）管理層）
、または着用者の快適さを向上させるための２次トップシートのような吸収製品において
しばしば用いられる他の吸収性部材を含み得る。
【００２８】
トップシートは、好ましくは、柔順であり、柔軟な感触があり、着用者の皮膚に刺激がな
い。さらに、トップシートは少なくともある領域において液体透過性であり、液体（例え
ば、経血および／または尿）がその厚さを容易に貫通することを可能とする。適切なトッ
プシートは、開孔された不織布を含む製織および不織材料（例えば、繊維の不織ウエブ）
、開孔成形された熱可塑性フィルム、開孔されたプラスチックフィルム、および油圧成形
された熱可塑性フィルムのようなポリマー性材料、多孔性発泡体、網状発泡体、網状熱可
塑性フィルム、および熱可塑性スクリムのような広範な材料から製造され得る。適切な製
織および不織材料は、天然繊維（例えば、木材および綿繊維）、合成繊維（例えば、ポリ
エステル、ポリプロピレン、またはポリエチレン繊維のようなポリマー性繊維）、バイコ
ンポーネント繊維、または天然および合成繊維の組合わせから構成され得る。トップシー
トが不織ウエブを含むとき、ウエブは、多数の公知技術により製造され得る。例えば、ウ
エブは、紡糸結合され、梳綿され、湿式載置され、溶融ブローされ、水力交絡され、油圧
成形され、水力開孔され、それらが組み合わされ、などし得る。
【００２９】
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他の可撓性液体不透過性材料もまた用いられ得るけれども、バックシートは、好ましくは
、吸収製品の少なくともクロッチ領域において液体（例えば、経血および／または尿）に
対して不透過性であり、好ましくは、薄いプラスチックフィルムから製造される。ここで
用いられるものとして、「可撓性」と言う術語は、柔順であり、ヒトの身体の一般的形態
および輪郭に容易に合致する材料を称する。バックシートは、吸収性コアの中に吸収され
、含有されている滲出物がベッドシーツ、パンツ、パジャマおよび下着の様な吸収製品と
接触する製品を濡らすことを防止する。従って、バックシートは、製織または不織材料、
ポリエチレンまたはポリプロピレンの熱可塑性フィルムのようなポリマー性フィルム、ま
たは被覆された不織布またはフィルムで覆われた不織材料のような複合材料を含み得る。
適切なバックシートは、約０．０１２ｍｍ（０．５ミル）から約０．０５１ｍｍ（２．０
ミル）の厚さを有するポリエチレンフィルムである。典型的なポリエチレンフィルムは、
名称Ｐ１８－１４０１の下でオハイオ州シンシナチのクロペイ・コーポレーション（Ｃｌ
ｏｐａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）および名称ＸＰ－３９３８５の下でインディアナ州
テール・ホート（Ｔｅｒｒｅ　Ｈａｕｔｅ）のトレデガー・フィルム・プロダクツ（Ｔｒ
ｅｄｅｇａｒ　Ｆｉｌｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ）により製造される。バックシートは、より
布らしい外観を提供するようにエンボス加工され、および／またはつや消し仕上げされる
。さらに、バックシートは、滲出物がバックシートを通過することを防止しながら、蒸気
が吸収性コアから逃げ出ることを許容し得る（すなわち、バックシートは呼吸性である）
。（ここでの使用にとって適切な呼吸性バックシートの例は、１９９６年１１月５日にド
ブリン（Ｄｏｂｒｉｎ）、デービス（Ｄａｖｉｓ）およびウエイリッチ（Ｗｅｉｒｉｃｈ
）に発行された「呼吸性サイドパネルを有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉ
ｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｂｒｅａｔｈａｂｌｅ　Ｓｉｄｅ　Ｐａｎｅｌｓ）」）と言う表
題の米国特許第５，５７１，０９６号において開示されており、その特許は参照により本
明細書に組み込まれる。）バックシートの大きさは、吸収性コアの大きさおよび選択され
た正確な吸収製品の設計により規定される。
【００３０】
バックシートおよびトップシートは、吸収性コアの着衣表面および身体表面のそれぞれに
隣接して位置する。吸収性コアは、好ましくは、当該技術において周知のもののような付
着部材により、公知である何れかの方式でトップシート、バックシート、または両方と結
合する。しかしながら、吸収性コア全体の一部がトップシート、バックシート、または両
方のいずれかに付着しない本発明の態様が考えられる。
【００３１】
バックシートおよび／またはトップシートは、例えば、接着剤の均一連続層、接着剤のパ
ターン化された層、または接着剤の分離した線、螺旋または点の配列により吸収性コアに
または互いに固定され得る。満足であることが見出された接着剤は、名称ＨＬ－１２５８
またはＨ－２０３１の下でミネソタ州セントポールのＨ．Ｂ．フラー（Ｆｕｌｌｅｒ）・
カンパニーにより製造される。付着部材は好ましくは、１９８６年３月４日にミネトラ（
Ｍｉｎｅｔｏｌａ）らに発行された米国特許第４，５７３，９８６号において開示されて
いる接着剤のフィラメントの開放パターンネットワークを含み、その特許は参照により本
明細書に組み込まれる。フィラメントの開放パターンネットワークの典型的な付着手段は
、１９７５年１０月７日にスプラーグ（Ｓｐｒａｇｕｅ），Ｊｒ．に発行された米国特許
第３，９１１，１７３号、１９７８年１１月２２日にザイエカー（Ｚｗｉｅｋｅｒ）らに
発行された米国特許第４，７８５，９９６号、および１９８９年６月２７日にウエレニッ
ツ（Ｗｅｒｅｎｉｃｚ）に発行された米国特許第４，８４２，６６６号において示される
装置および方法により例示されるような螺旋パターンに旋回された接着剤フィラメントの
何本かの線を含む。それらの特許のそれぞれは参照により本明細書に組み込まれる。代わ
りに、付着手段には、熱結合、圧力結合、超音波結合、動的機械的結合、または当該技術
において公知であるいずれか他の適切な付着手段またはそれらの付着手段の組み合わせが
含まれ得る。
【００３２】
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本発明の「処理されたカフス」（「処理されたカフス」は、その上に配置された１以上の
スキンケア組成物を有するカフスを称するために本明細書で用いられる）が用いられ得る
好ましい使い捨て吸収製品はおむつである。ここで用いられるものとして、「おむつ」と
言う術語は、着用者の胴体下部のまわりに着用される小児および失禁者により一般的に着
用される吸収製品を称する。言葉を変えれば、「おむつ」と言う術語は、小児用おむつ、
トレーニングパンツ、成人失禁用デバイスなどを含む。本発明はまた、カフスを含む生理
用ナプキンおよびパンティライナーのような他のタイプの使い捨て製品にも適用可能であ
る。
【００３３】
図１は、その平坦にされた、収縮していない状態における（すなわち、すべての弾性的に
誘発された収縮が引き伸ばされている）本発明のおむつ２０の好ましい態様の平面図であ
り、構造の一部がおむつ２０の構造をより明らかに示すように切欠されており、着用者に
接触するおむつ２０の部分（身体表面）は見る者に向いている。おむつ２０は、前方腰部
領域２２、後方腰部領域２４、クロッチ領域２６、および縦側エッジが３０と称され、エ
ンドエッジが３２と称されるおむつの外側エッジにより規定される周囲を有するものとし
て図１において示される。おむつ２０は加えて、３４と称される横中心線および３６と称
される縦中心線を有する。おむつ２０は、（ｉ）液体透過性トップシート３８および液体
不透過性バックシート４２を含む外側カバー層、および（ｉｉ）サイドエッジ４６を有す
る吸収性コア４４を具備するシャーシ、好ましくは１対のテープタブファスナー５４およ
び着地部材５５を含むファスナーシステム、サイドフラップ５８およびフラップ弾性部材
６０をそれぞれ含むガスケットカフス５６、近位端６４、遠位端６６、および末端７４を
有するバリアカフス部材６３を具備するバリアカフス６２、トップシートから遠位端６６
を離間させるための離間弾性部材７６のような離間手段を含む。おむつ２０は加えて、そ
れぞれのバリアカフス６２の末端７４を閉じたまま固定するための閉鎖部材７８をも含む
。おむつの部材は、さまざまの周知の形状で組み立てられ得るものであるが、好ましいお
むつ形状は、１９８７年９月２２日にローソン（Ｌａｗｓｏｎ）に発行された米国特許第
４，６９５，２７８号において一般的に記載され、その特許は参照により本明細書に組み
込まれる。
【００３４】
図１は、トップシート３８およびバックシート４２が同じ広がりを持ち、吸収性コア４４
の長さおよび幅寸法より一般的により大きな長さおよび幅寸法を有するおむつ２０の好ま
しい態様を示す。トップシート３８はバックシート４２と結合し、その上に重ねられ、そ
れによりおむつ２０の周囲を形成する。
【００３５】
おむつ２０は、おむつ２０の横中心線３４に向かって周囲のエンドエッジ３２からそれぞ
れ伸びる前方および後方腰部領域２２および２４を有する。腰部領域は、着用されたとき
、着用者の腰部を取り囲むおむつ２０の部分を含む。クロッチ領域２６は、腰部領域のあ
いだのおむつ２０の部分であり、着用されたとき着用者の脚部の間に位置し、着用者の胴
体下部を覆うおむつ２０の部分を含む。
【００３６】
図１において示されるように、スキンケア組成物７２は、それぞれのバリアカフス６２上
に配置される。スキンケア組成物７２は、好ましくは、スキンケア組成物が使用時に着用
者の皮膚に容易に移行するようにバリアカフスの身体表面上に配置される。示される態様
において、スキンケア組成物７２は、遠位端６６に隣接して、好ましくは少なくともクロ
ッチ領域２６において配置される。より好ましくは、スキンケア組成物７２は遠位端６６
上に配置される。最も好ましくは、バリアカフス６２は、その上に配置されたスキンケア
組成物７２の１以上のストライプを含む。示される態様において、スキンケア組成物７２
は、バリアカフス６２の単に一部分上に配置される。ある種のスキンケア組成物について
は、スキンケア組成物と接着剤との相互作用に由来する弾性的なずれが存在しないことを
保証するように離間弾性部材の末端に隣接するバリアカフスの部分へのスキンケア組成物
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の適用を避けることが好ましい。図１において示されるように、好ましい態様においては
、スキンケア組成物７２は前方腰部領域における離間弾性部材７６の末端に隣接して配置
されない（それはまた代わりに、後方腰部領域における末端に隣接しても配置されないか
もしれないけれども）。（代わりに、スキンケア組成物と適合する接着剤が、カフス上の
スキンケア組成物の配置が離間弾性部材の末端に対して拘束されないように利用され得る
。）本明細書で記述された様に、スキンケア組成物は代わりに、バリアカフスの着衣表面
に適用され得、バリアカフスの疎水性を高めるように身体表面に「浸透して移行する」こ
とが許容され、ならびに、スキンケアの利益を提供するように身体表面上に配置されるこ
とが許容され得る。さらに、スキンケア組成物は、バリアカフスの他の部分、バリアカフ
ス全体、離間弾性部材、またはバリアカフスのいずれか他の部材に適用され得る。スキン
ケア組成物はまた、不連続パターンまたは連続パターンを含むいずれのパターン、または
本明細書で以後検討されるいずれの量でも配置され得る。
【００３７】
おむつ２０は、着衣表面８６および着衣表面８６の反対側の身体表面８４を有するように
図２において示される。おむつ２０の身体表面８４は、使用時に着用者の身体に隣接して
位置するおむつ２０の部分を含む（すなわち、身体表面８４は一般的に、トップシート３
８の少なくとも一部およびトップシート３８に結合し得る部分を含む他の部材により形成
される）。着衣表面８６は、使用時に着用者の身体から離れて位置するおむつ２０の部分
を含む（すなわち、着衣表面８６は、一般的に、バックシート４２の少なくとも一部およ
びバックシート４２に結合し得る部分を含む他の部材により形成される）。
【００３８】
図２は、図１の線２～２に沿って取られた部分断面図であり、おむつ２０の後方腰部領域
２４におけるおむつ構造を描写する。（前方腰部領域２２におけるおむつ構造は、後方腰
部領域２４における構造と実質的に同一であることが理解されるべきである。）吸収性コ
アは、ティッシュ層５０および５２により完全に包まれているものとして示される吸収性
層４８を含む。吸収性コア４４はトップシート３８とバックシート４２との間に配置され
る。トップシート３８とバックシート４２の両方は、サイドフラップ５８を規定するよう
に吸収性コア４４のサイドエッジ４６を超えて伸びる。トップシート３８とバックシート
４２の近接領域は、好ましくは、接着剤のようなフラップ接着部材８８により互いに固定
される。好ましい態様において、フラップ弾性部材は、ガスケットカフスがこの領域にお
いて形成されないように後方腰部領域２４に伸びない。バリアカフス６２は、トップシー
ト３８に固定された分離要素のバリアカフス部材６３を含むものとして示される。近位端
６４は、近位固定部材９２によりトップシート３８にバリアカフス部材６３を固定するこ
とにより形成される。バリアカフス６２の着衣表面６８（バリアカフスの内側表面ともま
た称される）は、閉鎖部材７８により身体表面４０に固定される。それゆえ、遠位端６６
は閉じられる。（すなわち、身体表面４０から離間していない）。遠位端６６は腰部領域
において身体表面４０から離間するように設計されていないので、離間弾性部材はこの領
域において配置されていないことに注意すべきである。それゆえ、バリアカフス６２は、
開いていないし、この領域における身体滲出物の流れを拘束するようになっていない。ス
キンケア組成物もまた、好ましくは、この特定態様においては後方腰部領域のバリアカフ
ス上に配置されていない。
【００３９】
図３は図１の線３～３に沿って取られた部分断面図であり、着用者に適用される前の形態
であるのでクロッチ領域２６におけるおむつの収縮を描写する（すなわち、おむつ２０は
、弾性収縮に供される）。吸収性コア４４は、ティッシュ層５０および５２により完全に
包まれているものとして示される吸収性層４８を含む。吸収性コア４４はトップシート３
８とバックシート４２との間に配置され、トップシート３８とバックシート４２の両方は
、サイドフラップ５８を規定するように吸収性コア４４のサイドエッジ４６を越えて伸び
る。トップシート３８とバックシート４２との近接領域は、好ましくは接着剤のようなフ
ラップ接着部材８８により互いに固定される。トップシート３８およびバックシート４２
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はまた、縦側エッジ３０に隣接してフラップ弾性部材６０をも包む。フラップ弾性部材６
０は、好ましくは弾性接着部材９０によりトップシートとバックシートとで形成されたサ
イドフラップ５８の中に固定される。それにより、弾性的に収縮性のガスケットカフス５
６は、サイドフラップ５８およびフラップ弾性部材６０により形成される。ガスケットカ
フスは、おむつが着用されるとき着用者の皮膚に向かって配向される身体表面５７および
身体表面５７の反対側の着衣表面５９を有する。バリアカフス６２は、好ましくはフラッ
プ弾性部材６０と吸収性コア４４のサイドエッジ４６とのあいだのトップシート３８に分
離要素のバリアカフス部材６３を固定することにより形成されるものとして示される。バ
リアカフス６２の近位端６４は、近位固定部材９２によりトップシート３８にバリアカフ
ス部材６３を固定することにより形成される。離間弾性部材７６は、バリアカフス部材６
３の末端がそれ自体に折り戻されるときに形成されるトンネルの中に包まれている。離間
弾性部材７６は、弾性接着部材９４によりトンネルの中に固定される。バリアカフスの遠
位端６６は、離間弾性部材７６の弾性ギャザリング作用により身体表面４０から離間して
いる。バリアカフス６２は、おむつ２０が着用者から取り外されるまで身体滲出物を拘束
し、含有し、および保持するようになっているものとして示される。スキンケア組成物７
２は、スキンケア組成物７２が使用時に着用者の皮膚に移行するようにバリアカフス６２
（バリアカフス要素６３）の身体表面７０上に配置されるものとして図３において示され
る。
【００４０】
本発明のおむつは多数の周知形状を有し得るものであり、その吸収性コアは本発明に適合
する。典型的な形状は、一般的に、１９７５年１月１４日にビュエルに発行された米国特
許第３，８６０，００３号、１９９２年９月２９日にビュエルらに発行された米国特許第
５，１５１，０９２号、１９９６年１２月３日にニース（Ｎｅａｓｅ）らに発行された米
国特許第５，５８０，４１１号、１９９６年１０月２９日にロー（Ｒｏｅ）らに発行され
た米国特許第５，５６９，２３２号、１９９６年１０月２９日にビュエルらに発行された
米国特許第５，５６９，２３４号において記載されている。それらの特許のそれぞれは参
照により本明細書に組み込まれる。
【００４１】
おむつのシャーシは、おむつの本体部分（封入アセンブリ）を含むものとして図面におい
て示されている。シャーシは、少なくとも吸収性コアおよび好ましくはトップシートとバ
ックシートを具備する外側カバー層を具備する。吸収製品が分離したホルダーとライナー
を具備するとき、シャーシは一般的に、ホルダーとライナーを具備する（すなわち、シャ
ーシは、ホルダーを規定する１層以上の材料を具備し、一方、ライナーは、トップシート
、バックシート、および吸収性コアのような吸収性複合材料を具備する）。一体的吸収製
品については、シャーシは複合おむつ構造を形成するために加えられる他の特徴を有する
おむつの主要構造を具備し、従って、おむつのシャーシは、トップシート、バックシート
および吸収性コアを含む。
【００４２】
おむつ２０における使用にとって特に適切であるトップシート３８は、布帛技術の当業者
に周知の手段により梳綿され、熱的に結合される。本発明にとって満足なトップシートは
、約２．２のデニールを有するステープル長のポリプロピレン繊維を含む。ここで用いら
れるものとして、「ステープル長の繊維」と言う術語は、少なくとも約１５．９ｍｍ（０
．６２５インチ）の長さを有する繊維を称する。好ましくは、トップシートは、平方メー
トル当り約１４から約２５グラムの坪量を有する。適切なトップシートは、名称Ｐ－８の
下でマサチューセッツ州ウォルポール（Ｗａｌｐｏｌｅ）のインターナショナル・ペーパ
ー・カンパニーの部門のベラテック（Ｖｅｒａｔｅｃ），Ｉｎｃ．により製造される。別
の好ましいトップシートは、名称９６９４の下でサウスカロライナ州シンプソンビル（Ｓ
ｉｍｐｓｏｎｖｉｌｌｅ）のファイバーウエブ・ノース・アメリカ，Ｉｎｃ．から入手可
能である平方メートル当り２２グラムの坪量の紡糸結合不織ウエブである。
【００４３】
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おむつ２０のトップシート３８は、トップシートを通る液体（例えば、尿）の急速な移動
を促進する親水性材料で作られている。もしトップシートが疎水性材料で作られているな
らば、好ましくは、トップシートまたはその一部の少なくとも身体表面は、液体がトップ
シートをより急速に通り過ぎるように親水性となるように処理される。このことは、身体
滲出物が、トップシートを通って引き込まれ、吸収性コアにより吸収されるよりもむしろ
トップシートをあふれ出るようなことをなくす。トップシートは、界面活性剤により処理
することにより親水性とされ得る。界面活性剤でトップシートを処理するための適切な方
法には、界面活性剤でトップシート材料をスプレーすることおよび界面活性剤に材料を浸
漬することが含まれる。そのような処理および親水性のより詳細な検討は、１９９１年１
月２９日にレイジング（Ｒｅｉｓｉｎｇ）に発行された「多層吸収性層を有する吸収製品
（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｌａｙｅｒ　
Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｌａｙｅｒｓ）」と言う表題の米国特許第４，９８８，３４４号、
および１９９１年１月２９日にレイジングに発行された「急速な獲得性吸収性コアを有す
る吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｒａｐｉｄ　Ａｃｑｕ
ｉｒｉｎｇ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｃｏｒｅｓ）」と言う表題の米国特許第４，９８８，
３４５号において含まれ、それらのそれぞれは、参照により本明細書に組み込まれる。
【００４４】
本明細書で記載される特に好ましい態様においては、吸収製品のトップシートは、その上
に配置されるスキンケア組成物もまた有する。典型的な処理されたトップシートは、１９
９７年７月１日にロー、ベークス（Ｂａｋｅｓ）＆ワーナー（Ｗａｒｎｅｒ）に発行され
た「ローションを付されたトップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　
ａ　Ｌｏｔｉｏｎｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ）」と言う表題の米国特許第５，６４３，５８
８号および１９９７年６月３日にロー＆マッケイ（Ｍａｃｋｅｙ）に発行された「ポリシ
ロキサンエモリエント剤を含むローションを付されたトップシートを有するおむつ（Ｄｉ
ａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｌｏｔｉｏｎｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ　Ｃｏｎｔａｉｎｉ
ｎｇ　ａ　Ｐｏｌｙｓｉｌｏｘａｎｅ　Ｅｍｏｌｉｅｎｔ）」と言う表題の米国特許第５
，６３５，１９１号において記載されており、それらのそれぞれは参照により本明細書に
組み込まれる。そのような処理されたトップシートを有する吸収製品の反復使用によるス
キンケア組成物の投与のための方法は、１９９７年９月１０日に出願されたエルダー（Ｅ
ｌｄｅｒ）らの「皮膚の健康を維持または改善するための方法（Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏ
ｒ　Ｍａｉｎｔａｉｎｉｎｇ　ｏｒ　Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ　Ｓｋｉｎ　Ｈｅａｌｔｈ）」
と言う表題の米国特許出願シリアル番号第０８／９２６，５３２号（Ｐ＆Ｇケース６８２
３）、１９９７年９月１０日に出願されたバン・リジズウィック（Ｖａｎ　Ｒｉｊｓｗｉ
ｊｃｋ）らの「皮膚の状態を改善させるための方法（Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｉｍｐ
ｒｏｖｉｎｇ　Ｓｋｉｎ　Ｈｅａｌｔｈ）」という表題の米国特許出願シリアル番号第０
８／９２６，５３３号（Ｐ＆Ｇケース６８２２）および１９７７年８月８日に出願された
ローらの「ローションを付されたトップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉ
ｎｇ　Ａ　Ｌｏｔｉｏｎｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ）」と言う表題の米国特許出願シリアル
番号第０８／９０８，８５２号（Ｐ＆Ｇケース５４９４ＣＲ）において開示されており、
それらのそれぞれは参照により本明細書に組み込まれる。本明細書で検討される様に、カ
フスおよびトップシートの両方の上に配置されるスキンケア組成物は、カフスのみの処理
に対して表面積の観点でより多くの面積の皮膚へのスキンケア組成物の移行を促進する。
さらに、両方の部材への適用は、着用者の所定の領域へのより多くの量のスキンケア組成
物の投与および／または異なる皮膚への利益のための異なる製剤化をされたスキンケア組
成物の投与を可能とし得る。
【００４５】
本明細書で記載されるおむつの好ましい態様において、バックシート４２は、おむつの周
囲全体のまわりに吸収性コアを越えて伸びる変形された砂時計形を有する。バックシート
は好ましくは、選択的に開孔されたポリマー性の成形フィルムと不織ウエブを含む柔軟な
布のようなウエブラミネートである。そのような呼吸性バックシートは、１９９６年１１
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月５日にドブリン（Ｄｏｂｒｉｎ）らに発行された米国特許第５，５７１，０９６号にお
いてより完全に記載され、その特許は参照により本明細書に組み込まれる。
【００４６】
吸収性コア４４は、おむつ２０と一致するいずれかの大きさまたは形態を取り得る。おむ
つ２０の１つの好ましい態様は、第１腰部領域において耳を有する非対称形の変形された
Ｔ字形吸収性コア４４を有し、しかし、第２腰部領域においては一般的に長方形の形態を
有する。広範な受容および商業的な成功を達成した本発明の吸収性コアとしての使用にと
って典型的な吸収性構造は、１９８６年９月９日にワイズマン（Ｗｅｉｓｍａｎ）らに発
行された「高密度吸収構造（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｓｔｒｕ
ｃｔｕｒｅｓ）」と言う表題の米国特許第４，６１０，６７８号、１９８７年６月１６日
にワイズマンらに発行された「二重層のコアを有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａ
ｒｔｉｃｌｅｓ　Ｗｉｔｈ　Ｄｕａｌ－Ｌａｙｅｒｅｄ　Ｃｏｒｅｓ）」と言う表題の米
国特許第４，６７３，４０２号、１９８９年１２月１９日にアングスタット（Ａｎｇｓｔ
ａｄｔ）に発行された「ダスチング層を有する吸収性コア（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｃｏｒ
ｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｄｕｓｔｉｎｇ　Ｌａｙｅｒ）」と言う表題の米国特許第４，８
８８，２３１号、１９９５年３月１日に公開されたザ・プロクター＆ギャンブル・カンパ
ニーのＥＰ特許出願６４０３３０、および１９８９年５月３０日にアレマニー（Ａｌｅｍ
ａｎｙ）らに発行された「低密度および低坪量獲得ゾーンを有する高密度吸収性部材（Ｈ
ｉｇｈ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｍｅｍｂｅｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｌｏｗ
ｅｒ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　ａｎｄ　Ｌｏｗｅｒ　Ｂａｓｉｓ　Ｗｅｉｇｈｔ　Ａｃｑｕｉｓ
ｉｔｉｏｎ　Ｚｏｎｅｓ）」と言う表題の米国特許第４，８３４，７３５号において記載
されている。さらに、吸収性コアは、１９９３年８月１０日にアレマニーらに発行された
「弾性的腰部形態および高められた吸収性を有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒ
ｔｉｃｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｗａｉｓｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｅｎｈ
ａｎｃｅｄ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ）」と言う表題の米国特許第５，２３４，４２３号、
および１９９２年９月１５日にヤング（Ｙｏｕｎｇ）、ラボン（ＬａＶｏｎ）およびテー
ラー（Ｔａｙｌｏｒ）に発行された「失禁管理のための高効率吸収製品（Ｈｉｇｈ　Ｅｆ
ｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｆｏｒ　Ｉｎｃｏｎｔｉｎ
ｅｎｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）」と言う表題の米国特許第５，１４７，３４５号にお
いて詳細に記載されているように吸収性貯蔵コア上に位置する化学的に硬化された繊維の
獲得／分配コアを含む二重コアシステムを含み得る。それらの特許の全ては、参照により
本明細書に組み込まれる。
【００４７】
好ましい態様において、おむつ２０は、液体および他の身体滲出物の向上した封入を提供
するためのバリアカフス６２および／またはガスケットカフス５６を含む脚部カフスをそ
れぞれ具備するカフスを備える。カフスは、液体および他の身体滲出物の向上した封入を
提供し、多数の異なる形状で構築され得る。おむつ２０はまた、おむつ２０のより輪郭に
沿った適合およびより有効な適用を提供するように弾性腰部形態（図示せず）および／ま
たは弾性サイドパネル（図示せず）を含むカフスをも備える。そのようなカフスもまたス
キンケア組成物で処理され得る。
【００４８】
それぞれの脚部カフスは、脚部領域において身体滲出物の漏れを減少させるための幾つか
の異なる態様を備え得る。（脚部カフスはまた、脚部バンド、サイドフラップ、バリアカ
フス、弾性脚部カフス、ガスケットカフス、または弾性カフスとも称されるし、称され得
る。）参照により本明細書に組み込まれる米国特許第３，８６０，００３号は、弾性脚部
カフス（ガスケットカフス）を提供するようにサイドフラップおよび１以上の弾性部材を
有する収縮性の脚部開口を提供する使い捨ておむつを記載する。１９９０年３月２０日に
アジス（Ａｚｉｚ）らに発行された「弾性フラップを有する使い捨て吸収製品（Ｄｉｓｐ
ｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｅｌａｓｔｉｃｉ
ｚｅｄ　Ｆｌａｐｓ）」と言う表題の、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４
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，９０９，８０３号は、脚部領域の封入を向上させるために「起立した」弾性フラップ（
バリアカフス）を有する使い捨ておむつを記載する。１９８７年９月２２日にローソン（
Ｌａｗｓｏｎ）に発行された「二重カフスを有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒ
ｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｄｕａｌ　Ｃｕｆｆｓ）」と言う表題の、参照により本明細
書に組み込まれる米国特許第４，６９５，２７８号は、ガスケットカフスとバリアカフス
を含む二重カフスを有する使い捨ておむつを記載する。それぞれの脚部カフスは、上記の
脚部バンド、サイドフラップ、バリアカフス、または弾性カフスのいずれかと同様である
ように成形され得るけれども、それぞれの脚部カフスは、以下に詳細に記載されるバリア
カフス６２およびガスケットカフス５６を含むことが好ましい。
【００４９】
それぞれのバリアカフス６２は、近位端６４、遠位端６６、（内側表面ともまた称される
）着衣表面６８および（外側表面ともまた称される）身体表面７０を有する可撓性部材で
ある。おむつが着用されるとき、着衣表面６８はおむつの内側に向かって配向し、身体表
面７０は、着用者の皮膚に向かって配向する。バリアカフス６２は、ポリプロピレン、ポ
リエステル、レーヨン、ナイロン、発泡体、不織布、プラスチックフィルム、成形された
フィルム、および弾性フィルムまたは弾性発泡体のような広範な材料から製造され得る。
多数の製造技術がバリアカフスを製造するために用いられ得る。例えば、バリアカフス６
２は、製織され、不織成形され、紡糸結合され、紡糸結合し、溶融ブローし、続いて紡糸
結合され、梳綿され、コートされ、積層などされ得る。好ましいバリアカフス６２は、液
体不透過性とするために仕上げ剤または界面活性剤を含まないポリプロピレン材料を含む
。典型的なポリプロピレン繊維不織材料は、セレストラ（Ｃｅｌｅｓｔｒａ）としてクラ
ウン・ゼラーベーク・カンパニー（Ｃｒｏｗｎ　Ｚｅｌｌｅｒｂａｃｈ　Ｃｏｍｐａｎｙ
）により製造される。特に好ましい不織材料は、名称６７７００の下でニュージャージー
州ランディズビル（Ｌａｎｄｉｓｖｉｌｌｅ）のＰＧＩから入手可能である梳綿された不
織ウエブである。代わりに、その材料は、名称ＭＤ３００Ａの下でドイツのパイネ（Ｐｅ
ｉｎｅ）のコロビン（Ｃｏｒｏｖｉｎ）ＧｍｂＨにより供給される不織ウエブであり得る
。加えて、本発明において用いられる疎水性スキンケア組成物のために、バリアカフスは
親水性材料から作られ得るし、そのバリア特性を高めるためにその上に配置された疎水性
スキンケア組成物を有し得る。
【００５０】
図１および３において示されるように、バリアカフス６２、特に近位端６４は、縦側エッ
ジ３０の内側に、ガスケットカフス５６に隣接して、好ましくはガスケットカフス５６の
内側に配置される。「内側」と言う術語は、特定のガスケットカフスが配置されるおむつ
のそれぞれのエッジに平行であるおむつの中心線（３４または３６のそれぞれ）に向かう
方向として定義される。バリアカフス６２は、身体滲出物の流れに対してより有効な二重
の拘束を提供するためにガスケットカフス５６に隣接して配置される。バリアカフス６２
は、好ましくは、滲出物、特に容易に吸収されず、身体表面４０に沿って流動する傾向が
ある緩い糞便物体がガスケットカフス５６に接触する前にバリアカフス６２に接触するよ
うにガスケットカフス５６の内側に配置される。より好ましくは、バリアカフス６２は、
ガスケットカフス５６のフラップ弾性部材６０とおむつ２０の縦中心線３６との間に配置
される。最も好ましくは、バリアカフス６２は、おむつ２０のクロッチ領域２６における
フラップ弾性部材６０と吸収性コア４４のサイドエッジ４６との間に配置される。
【００５１】
近位端６４と遠位端６６は互いに離間関係にあり、バリアカフス６２の幅を規定する。近
位端および遠位端６４および６６はそれぞれ、平行、非平行、直線または曲線関係にあり
得る。加えて、バリアカフス６２は、円形、正方形、長方形または図３において示される
ようないずれか他の形態を含むさまざまの異なる断面領域を有し得る。好ましくは、近位
端６４は、均一な幅を有するバリアカフス６２を提供するように平行かつ直線的な関係で
遠位端６６から離間される。
【００５２】
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図２および３において示されるおむつ２０の好ましい態様は、トップシート３８に結合す
るバリアカフス６２を提供する。「結合する」と言う術語は、バリアカフス６２をおむつ
２０に固着するためのいずれの手段をも含み、バリアカフス６２がトップシート３８に直
接または間接的に付着する近位端６４を有する分離要素である態様（すなわち作製的（ｉ
ｎｔｅｇｒａｌ））または近位端６４がトップシートの連続的で分割されていない要素で
あるようにバリアカフス６２がトップシート３８と同じ要素または材料から作られている
態様（すなわち一体的（ｕｎｉｔａｒｙ））を含む。バリアカフス６２は、代わりに、サ
イドフラップ５８、バックシート４２、吸収性コア４４、トップシート３８またはおむつ
２０のそれらのまたは他の要素のいずれかの組み合わせに結合し得る。好ましいおむつ２
０において、バリアカフス６２はトップシート３８について作製的である。作製的バリア
カフス６２は、好ましくは、材料のストリップ、すなわち、近位固定部材９２によりトッ
プシートに固定されているバリアカフス部材６３により形成され、遠位端６６は、バリア
カフス部材６３の末端をそれ自体に折り戻すことにより形成される。
【００５３】
遠位端６６は、好ましくは、滲出物の流れに対してより有効なバリアを提示するように近
位端６４の内側に配置される。遠位端６６は、その反転を予防するように閉鎖部材７８に
より近位端６４の内側に維持される。代わりに、遠位端６６は近位端６４に対して他の位
置で配置され得るけれども、そのような位置は好ましくない。
【００５４】
遠位端６６は好ましくは、それがトップシート３８の身体表面４０から離間され得るよう
におむつ２０の少なくともクロッチ領域２６におけるいずれか他の要素には固定されない
。遠位端６６は、製品の封入を高めるために好ましくは身体表面４０から離間される。本
明細書で用いられるものとして、「離間した」とは、遠位端６６が、何回かはトップシー
ト３８の身体表面４０に隣接する位置を取ることを含む、トップシート３８の身体表面４
０に対して１以上の位置を取り得る態様を含む。遠位端６６からトップシート３８の身体
表面４０への距離は、遠位端６６が可能な限り遠くまでトップシートから離間するように
配置されるとき、遠位端６６からトップシート３８の最近接部分に引かれた線に沿って測
定される。（すなわち、弾性的に収縮した位置で）。
【００５５】
バリアカフスに加えて、本発明の脚部カフスは好ましくは更に、ガスケットカフス５６を
含む。ガスケットカフス５６は、ガスケットカフス５６が着用者の脚部に当接しておむつ
２０を引張り、保持する傾向があるようにおむつ２０の周囲に隣接して、好ましくはそれ
ぞれの縦側エッジ３０に沿って配置される。ガスケットカフス５６は、おむつ技術におい
て周知である幾つかの手段のいずれも含み得るが、特に好ましいガスケットカフス構造は
、１９７５年１月１４日にビュエルに発行され、参照により本明細書に組み込まれる米国
特許第３，８６０，００３号において詳細に記載される可撓性サイドフラップ５８および
フラップ弾性部材６０を含む。加えて、弾性ガスケットカフス５６を有する使い捨ておむ
つを製造するために適切な方法および装置は、１９７８年３月２８日にビュエルに発行さ
れ、参照により本明細書に組み込まれる「使い捨て吸収製品のあらかじめ決められた隔離
された部分に別々の伸長した弾性ストランドを連続的に付着させるための方法および装置
（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙ　Ａ
ｔｔａｃｈｉｎｇ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ，Ｓｔｒｅｔｃｈｅｄ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｓｔｒａ
ｎｄｓ　ｔｏ　Ｐｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ　Ｉｓｏｌａｔｅｄ　Ｐｏｒｔｉｏｎｓ　ｏ
ｆ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ）」と言う表題の米
国特許第４，０８１，３０１号において記載されている。
【００５６】
サイドフラップ５８は、フラップ弾性部材６０が着用者の脚部または腰部のまわりにガス
ケットカフス５６を提供するようにサイドフラップ５８をギャザリングするように極めて
可撓性であり、したがって収縮性であるべきである。サイドフラップ５８は、好ましくは
、おむつの周囲と吸収性コア４４のエッジとの間のおむつ２０の部分である。従って、図
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１において示される本発明の好ましい態様において、サイドフラップ５８は、バックシー
ト４２とトップシート３８の延長部から、少なくともクロッチ領域２６においておむつ２
０の吸収性コア４４のサイドエッジ４６に沿って形成される。代わりに、米国特許第３，
８６０，００３号において記載される様に、サイドフラップはシャーシ（トップシート、
バックシート、および／または吸収性コア）に結合する分離部材であり得るかまたは、サ
イドフラップの部材の１つが分離部材であり得る。
【００５７】
フラップ弾性部材６０は、好ましくは、通常の拘束のない形状でフラップ弾性部材６０が
サイドフラップ５８を有効に収縮またはギャザリングさせるように弾性的に収縮可能な状
態で、サイドフラップ５８に適切に結合（固定）される。フラップ弾性部材６０は、少な
くとも２つの方式で弾性的に収縮可能な状態でサイドフラップ５８に固定され得る。例え
ば、フラップ弾性部材６０は、サイドフラップ５８が収縮していない状態で存在しながら
、サイドフラップ５８に伸長して固定され得る。代わりに、サイドフラップ５８は例えば
ひだ付けにより収縮し得るし、フラップ弾性部材６０は、フラップ弾性部材６０がその弛
緩していないかまたは伸長していない状態で存在する間に収縮したサイドフラップ５８に
固定され得る。代わりに、ガスケットカフスは、弾性的不織ウエブまたは発泡体のような
多数の異なる弾性的に伸長性の構造、参照により本明細書に組み込まれる１９９２年９月
２９日にビュエルらに発行された米国特許第５，１５１，０９２号において記載されてい
るようなストレッチラミネート、および参照により本明細書に組み込まれる１９９６年５
月２１日にチャペル（Ｃｈａｐｐｅｌｌ）らに発行された米国特許第５，５１８，８０１
号において記載されるような構造的に弾性様のフィルム（ＳＥＬＦ）ウエブを含み得る。
【００５８】
図１において例示される態様において、フラップ弾性部材６０は、おむつ２０のクロッチ
領域２６においてサイドフラップ５８の本質的に全長に伸びる。代わりに、弾性部材６０
は、おむつ２０の全長、またはガスケットカフスを提供するのに適切ないずれか他の長さ
に伸び得る。フラップ弾性部材６０の長さは、おむつの設計により規定される。
【００５９】
図３のおむつ２０においては、フラップ弾性部材６０は、弾性付着部材９０を有するサイ
ドフラップ５８にフラップ弾性部材を固定することによりサイドフラップ５８と結びつく
。弾性付着部材９０は、その伸長された状態でフラップ弾性部材を保持するように可撓性
で十分な接着性を有するべきである。ここでの弾性的付着部材９０は、好ましくは、フィ
ンドレー（Ｆｉｎｄｌｅｙ）２５１１またはフィンドレーＨ９２５４としてウィスコンシ
ン州ワウワトサ（Ｗａｕｗａｔｏｓａ）のＡＴＯフィンドレー・インコーポレーテッドに
より販売されているようなホットメルト接着剤で作られたグルービーズまたはスパイラル
である。今までの接着剤はすべてのスキンケア組成物と合致し得ないことがわかっている
。特に、一部のスキンケア組成物は、弾性の漸動下降（ｃｒｅｅｐ）および／または貧弱
な結合性をもたらし、接着剤の結合力を低下させ得る。スキンケア組成物が適用されると
き弾性体の弾力低下を回避するのに特に有効であることが見出された接着剤は、フィンド
レーＨ９２５４である。フラップ弾性部材６０が配置され、おむつ２０に固定され得る方
式のより詳細な記載は、１９８１年３月３日にストリックランド（Ｓｔｒｉｃｋｌａｎｄ
）およびビッシャー（Ｖｉｓｓｃｈｅｒ）に発行された米国特許第４，２５３，４６１号
、および１９７８年３月２８日にビュエルに発行された米国特許第４，０８１，３０１号
において見出され得るものであり、それらの両方は参照により本明細書に組み込まれる。
【００６０】
適切であることが見出された１つのフラップ弾性部材６０は、商標Ｌ－１９００ラバー・
コンパウンドの下でバージニア州スチュワート（Ｓｔｅｗａｒｔ）のイーストハンプトン
・ラバー・スレッド・カンパニー（Ｅａｓｔｈａｍｐｔｏｎ　Ｒｕｂｂｅｒ　Ｔｈｒｅａ
ｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ）から入手可能な天然ゴムから作られた弾性ストランドである。他の
適切なフラップ弾性部材６０は、ノースカロライナ州スコットランドのフルフレックス（
Ｆｕｌｆｌｅｘ）・カンパニーにより商標フルフレックス９２１１の下で販売される弾性
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テープのような天然ゴムから作られ得る。典型的な弾性部材は、名称ライクラ（Ｌｙｃｒ
ａ）－ＸＡ　Ｔ－１５１の下でバージニア州ウエインズボロ（Ｗａｙｎｅｓｂｏｒｏ）の
デュポンＣｏ．から入手可能であるようなライクラ・ストランドである。フラップ弾性部
材６０はまた、当該技術において周知であるいずれの熱収縮性弾性材料をも含み得る。他
の適切なフラップ弾性部材６０は、エラストマー性フィルム、ライクラフィルムまたはス
トランド、ポリウレタンフィルム、エラストマー性発泡体、および成形された弾性スクリ
ムを含む当該技術において周知である広範な材料を含み得る。
【００６１】
加えて、フラップ弾性部材６０は、たくさんの形状を取り得る。例えば、フラップ弾性部
材６０の幅は約０．２５ｍｍ（０．０１インチ）から約２５ｍｍ（１．０インチ）以上で
変化し得る。フラップ弾性部材６０は、弾性材料の単一のストランドを含み得るかまたは
弾性材料の幾つかの平行または非平行のストランドを含み得る。または、フラップ弾性部
材６０は直線または曲線であり得る。さらに、フラップ弾性部材６０は、当該技術におい
て周知である幾つかの方式のいずれかでおむつ２０に固着され得る。例えば、フラップ弾
性部材６０は、さまざまの結合パターンを用いておむつ２０に超音波結合され、熱／圧力
シールされ得るかまたは、フラップ弾性部材６０は、単純におむつ２０に糊付けされ得る
。
【００６２】
カフスはまた、１９８５年５月７日にキエビット（Ｋｉｅｖｉｔ）らに発行された米国特
許第４，５１５，５９５号、１９９１年６月２５日にロバートソン（Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ
）に発行された米国特許第５，０２６，３６４号、および１９９２年９月２９日にビュエ
ルらに発行された上記参照された米国特許第５，１５１，０９２号において記載されてい
るものを含む多数の異なる形状で構築され得る弾性化されたウエストバンド（図示せず）
のような弾性腰部形態をも含み、スキンケア組成物がその上に配置されているそれらの参
照文献のそれぞれは、参照により本明細書に組み込まれる。
【００６３】
カフスは更に、スキンケア組成物がその上に配置される多数の形状で構築され得る弾性サ
イドパネルをも含み得る。弾性サイドパネルを有するおむつの例は、１９８９年８月１５
日にウッドらに発行された米国特許第４，８５７，０６７号、１９８３年５月３日にサイ
アラファ（Ｓｃｉａｒａｆｆａ）らに発行された米国特許第４，３８１，７８１号、１９
９０年７月３日にバン・ゴンペル（Ｖａｎ　Ｇｏｍｐｅｌ）らに発行された米国特許第４
，９３８，７５３号、１９９２年９月２９日にビュエルらに発行された米国特許第５，１
５１，０９２号、１９９６年１２月３日にニーズ（Ｎｅａｓｅ）らに発行された米国特許
第５，５８０，４１１号、１９９７年９月２３日にラボンらに発行された米国特許第５，
６６９，８９７号、および１９９６年１０月２９日にローらに発行された米国特許第５，
５６９，２３２号において開示され、それらの特許のそれぞれは参照により本明細書に組
み込まれる。
【００６４】
本発明のカフスの態様はまた、汚物を受け取り、含有するためのポケット、汚物にボイド
を提供するスペーサー、製品の中の汚物の動きを制限するためのバリア、おむつの中に溜
められる汚物を受容し、含有するコンパートメント（区画）またはボイドなどまたはスキ
ンケア組成物がその上に配置されるそのいずれかの組み合わせも含み得る。吸収製品にお
ける使用のためのポケットおよびスペーサーの例は、「排除性スペーサーを有するおむつ
（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｅｘｐｕｌｓｉｖｅ　Ｓｐａｃｅｒ）」と言う表題の１
９９６年５月７日にローらに発行された米国特許第５，５１４，１２１号、「コアスペー
サーを有する使い捨て吸収製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉ
ｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｃｏｒｅ　Ｓｐａｃｅｒｓ）」と言う表題の１９９２年１２月１
５日にドライアー（Ｄｒｅｉｅｒ）らに発行された米国特許第５，１７１，２３６号、「
ポケットカフスを有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ
　Ａ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｕｆｆ）」と言う表題の１９９５年３月１４日にドライアーに発
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行された米国特許第５，３９７，３１８号、「頂点を有するポケットカフスを有する吸収
製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｕｆ
ｆ　Ｗｉｔｈ　Ａｎ　Ａｐｅｘ）」と言う表題の１９９６年７月３０日にドライアーに発
行された米国特許第５，５４０，６７１号、および「衛生吸収製品における使用のための
スペーサーおよびその様なスペーサーを有する使い捨て吸収製品（Ｓｐａｃｅｒｓ　Ｆｏ
ｒ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｈｙｇｉｅｎｉｃ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ａｎｄ
　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｕ
ｃｈ　Ｓｐａｃｅｒ）」と言う表題の１９９３年１２月３日に公開されたＰＣＴ出願ＷＯ
９３／２５１７２、および１９９４年４月２６日にフリーランド（Ｆｒｅｅｌａｎｄ）に
発行された「使い捨て吸収製品における使用のためのフレキシブルスペーサー（Ｆｌｅｘ
ｉｂｌｅ　Ｓｐａｃｅｒｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒ
ｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ）」と言う表題の米国特許第５，３０６，２６６号において
記載されている。コンパートメントまたはボイドの例は、１９９０年１１月６日にカーン
（Ｋｈａｎ）に発行された「使い捨て大便区分おむつ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｆｅｃａ
ｌ　Ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔｉｎｇ　Ｄｉａｐｅｒ）」と言う表題の米国特許第４，９６
８，３１２号、１９９１年２月５日にフリーランドに発行された「汚物隔離のための弾性
ライナーを有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ｅｌａｓ
ｔｉｃ　Ｌｉｎｅｒ　Ｆｏｒ　Ｗａｓｔｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）」
と言う表題の米国特許第４，９９０，１４７号、１９９１年１１月５日にホルト（Ｈｏｌ
ｔ）らに発行された「使い捨ておむつ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒｓ）」と言
う表題の米国特許第５，０６２，８４０号、および１９９３年１２月１４日にフリーラン
ドらに発行された「使い捨て吸収製品のための３つに分けられたトップシートおよびその
様な３つに分けられたトップシートを有する使い捨て吸収製品（Ｔｒｉｓｅｃｔｉｏｎ　
Ｔｏｐｓｈｅｅｔｓ　Ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃ
ｌｅｓ　Ａｎｄ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｈａ
ｖｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｔｒｉｓｅｃｔｉｏｎ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔｓ）」と言う表題の米国
特許第５，２６９，７５５号において開示されている。適切な横方向バリアの例は、ドラ
イアーらの名義で１９９６年９月１０日に発行された「多数の有効な高さの横方向分配機
構を有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　Ｈｅｉｇｈｔ　Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｐａｒｔｉｔｉｏ
ｎ）」と言う表題の米国特許第５，５５４，１４２号、フリーランドらの名義で１９９４
年７月７日に公開された「直立した横方向分配機構を有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎ
ｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａｎ　Ｕｐｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｖｅｒｓ
ｅ　Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）」と言う表題のＰＣＴ特許ＷＯ９４／１４３９５、およびロー
らに１９９７年８月５日に発行された「尖った直立した横方向分配機構を有する吸収製品
（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａｎｇｕｌａｒ　Ｕｐｓｔａｎ
ｄｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）」と言う表題の米国特許第５，
６５３，７０３号において記載されている。上記引用の参照文献の全ては、本明細書に参
照により組み込まれる。
【００６５】
典型的なファスナーシステム５４は、１９８９年７月１１日にスクリップス（Ｓｃｒｉｐ
ｐｓ）に発行された米国特許第４，８４６，８１５号、１９９０年１月１６日にネステガ
ード（Ｎｅｓｔｅｇａｒｄ）に発行された米国特許第４，８９４，０６０号、１９９０年
８月７日にバットレル（Ｂａｔｔｒｅｌｌ）に発行された米国特許第４，９４６，５２７
号、１９７４年１１月１９日にビュエルに発行された米国特許第３，８４８，５９４号、
１９９０年１０月１６日にロバートソン（Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ）らに発行された米国特許
第４，９６３，１４０号、１９８７年５月５日にヒロツらに発行された米国特許第Ｂ１　
４，６６２，８７５号、および１９９２年９月２９日にビュエルらに発行された米国特許
第５，１５１，０９２号において開示され、それらのそれぞれは参照により本明細書に組
み込まれる。スキンケア組成物は、皮膚の健康を更に高めるためにファスナーシステムの
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１以上の部材の上に配置され得る。例えば、本明細書で記載されるスキンケア組成物は、
皮膚をこするテープタブの影響を軽減させるためにテープタブ上に配置され得る。
【００６６】
図４は、着用者に配置される前にその弾性的に収縮した位置でのおむつ２０の斜視図であ
る。トップシート３８はおむつ２０の身体表面の部分として示され、バックシート４２は
、着用者の身体から離れて配置される。ガスケットカフス５６は、フラップ弾性部材（図
４において示されない）によりギャザリングされるかまたは収縮されるように示される。
おむつ２０は、ガスケットカフス５６に隣接し、内側に伸びる２つのバリアカフス６２を
有するものとして示される。遠位端６６は、クロッチ領域において離間弾性部材（図示せ
ず）によりギャザリングされ、収縮されるものとして示される。加えて、バリアカフス６
２の末端７４は、着用者のために快適さを提供し、バリアカフスの反転を防ぐ様に、およ
びおむつの適用の容易さのために閉じて固定される。スキンケア組成物７２は、ここで検
討される皮膚への利益を提供するように着用者の皮膚に移行するようにそれぞれのバリア
カフス６２の身体表面上に（身体表面に適用されるかまたはバリアカフスの身体表面に移
動可能であるように適用される）配置される。
【００６７】
おむつ２０は、前方腰部領域２２が着用される人の前方を横切って位置するように着用者
の背中の下に後方腰部領域２４を位置させ、着用者の脚部のあいだにおむつ２０の残りを
引くことにより着用者に適用される。次いで、テープタブファスナー５４の末端は、好ま
しくは、おむつ２０を閉じるために着地部材５５に固定される。この様式において、バリ
アカフス６２は、着用者のクロッチ領域において配置されるべきであり、本明細書で以前
記載された性質と機能を提供すべきである。一旦適用されると、バリアカフス６２の遠位
端６６は鼠径部領域を通って伸び、着用者の両方の臀部に沿って上方に分岐する。両方の
バリアカフス６２は着用者の腿を取り囲まない。しかしながら、ガスケットカフス５６は
腿を取り囲み、腿に当接してガスケット作用を作り出す。バリアカフス６２は着用者の皮
膚に接触し、本明細書で記載される一部または全部の利益を提供するようにそこにスキン
ケア組成物７２を移動させる。
【００６８】
本発明の処理されたカフスは、トレーニングパンツまたはプル・オンおむつにおいてもま
た有用である。本明細書で用いられるものとして、「トレーニングパンツ」と言う術語は
、固定された側面を有し、それにより固定された腰部の開口および脚部の開口を規定する
使い捨て着衣を称する。トレーニングパンツは、着用者の脚部を脚部の開口に挿入し、ト
レーニングパンツを着用者の胴体下部のまわりの位置に滑らせることにより着用者に適切
な位置で配置される。適切なトレーニングパンツは１９９３年９月２１日にハッセらに発
行された米国特許第５，２４６，４３３号、１９９０年７月１０日にバン・ゴンペルらに
発行された米国特許第４，９４０，４６４号、および１９９２年３月３日にノムラらに発
行された米国特許第５，０９２，８６１号において開示され、それらのそれぞれは参照に
より本明細書に組み込まれる。本発明の処理されたカフスは、参照により本明細書に組み
込まれる１９９６年１０月２９日にビュエルとカーリン（Ｃａｒｌｉｎ）に発行された「
使い捨てプル・オンパンツ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｐｕｌｌ－ｏｎ　Ｐａｎｔ）」と言
う表題の米国特許第５，５６９，２３４号において記載されているトレーニングパンツと
おむつとの組み合わせまたは「ハイブリッド」（プル・オンおむつ）である吸収製品にも
また適用可能である。
【００６９】
本発明の処理されたカフスが有用であるもう１つの使い捨て吸収製品は失禁製品である。
「失禁製品」と言う術語は、成人または他の失禁者により着用されるかどうかに関係なく
、パッド、下着（ベルトなどのような幾つかのタイプの懸垂系により適所に保持されるパ
ッド）、吸収製品のための挿入物、吸収製品のための容量ブースター、ブリーフ、ベッド
パッド、などを称する。適切な失禁製品は、１９８１年３月３日にストリックランド（Ｓ
ｔｒｉｃｋｌａｎｄ）らに発行された米国特許第４，２５３，４６１号、ビュエルに発行
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された米国特許第４，５９７，７６０号および第４，５９７，７６１号、上記米国特許第
４，７０４，１１５号、アーらに発行された米国特許第４，９０９，８０２号、１９９０
年１０月２３日にジプソン（Ｇｉｐｓｏｎ）らに発行された米国特許第４，９６４，８６
０号、および１９９２年７月２３日に公開されたザ・プロクター＆ギャンブル・カンパニ
ーのＰＣＴ公開番号ＷＯ９２／１１８３０において開示され、それらのそれぞれは参照に
より本明細書に組み込まれる。
【００７０】
図７は、本発明の別の好ましいおむつ構造の単純化された部分断面図である。おむつ７２
０は、シャーシおよびシャーシに結合する処理されたカフスを具備する。シャーシは、（
ｉ）トップシート３８の一部とバックシート４２の一部を含む外側カバー層および（ｉｉ
）吸収性コア４４を具備する。カフスはそれぞれバリアカフス７６２およびガスケットカ
フス７５６を具備する。バリアカフス７６２は、フラップ部分７０２とチャンネル部分７
０４とを有する分離バリアカフス部材７６３を具備する。
【００７１】
フラップ部分７０２は、接着剤のようなフラップ付着部材８８によりおむつの縦側エッジ
３０に隣接するバックシート４２にバリアカフス部材７６３の一部を固着させることによ
り形成される。もれ抵抗シールは、トップシート３８に沿って吸収する液体の漏れに対す
る防御を提供するためにフラップ付着部材８８、フラップ部分６８、およびバックシート
４２により形成される。フラップ部分７０２およびバックシート４２はガスケットカフス
７５６のサイドフラップ７５８を規定し、フラップ弾性部材７６０を取り囲む。フラップ
弾性部材７６０は、弾性付着部材９０によりフラップ部分とバックシートとで形成された
サイドフラップ７５８の中に固定される。ガスケットカフス７５６はそれによりサイドフ
ラップ７５８およびフラップ弾性部材７６０により形成される。
【００７２】
バリアカフス７６２のチャンネル部分７０４はフラップ部分７０２と近接しており、近位
端６４および遠位端６６を有する。近位端６４は好ましくはガスケットカフス７５６の内
側に形成され、より好ましくは、液体がバリアカフスの下からおむつ２０のエッジに吸収
されることを防止するようにトップシート３８を通って吸収される液体に対するバリアを
提示するために近位端６４に沿ってもれ抵抗シールを形成するように機械的／圧力結合の
ような近位固定部材９２によりバリアカフス部材７６３の一部をバックシート４２に接合
することにより吸収性コアのサイドエッジ４６とフラップ弾性部材７６０との間に形成さ
れる。遠位端６６は好ましくは近位端６４の内側に配置され、おむつ２０のいずれの下に
ある要素にも固定されない。図７において示されるように、遠位端６６は好ましくはバリ
アカフス部材７６３の末端をそれ自体に折り戻し、トンネルを形成するように遠位付着部
材９６によりバリアカフス部材の別の部分に固定することにより形成される。離間弾性部
材７６のような離間手段がトンネルの中に包まれている。離間弾性部材７６が弾性付着部
材９４によりバリアカフス７６２の中に固定されている。（別態様として、離間弾性部材
の末端のみが、弾性体の中央部分がトンネルの中に「浮く」ように「ドローストリング（
ｄｒａｗｓｔｒｉｎｇ）弾性体」を作り出すようにバリアカフス要素に固定される。この
ドローストリング弾性体は、１９８９年３月２８日にリチャードソン（Ｒｉｃｈａｒｄｓ
ｏｎ）に発行された米国特許第４，８１６，０２５号においてより詳細に記載され、その
特許は参照により本明細書に組み込まれる。）従って、遠位端６６は離間弾性部材７７の
ギャザリング作用によりトップシート３８の身体表面４０から離間される。
【００７３】
示された態様において、トップシート３８は吸収性コア４４の身体表面に隣接して位置し
、吸収性コア４４のサイドエッジ４６を越えて伸びるがしかし、近位端６４の内側でとど
まる。（代わりに、トップシートは、近位端を越えて外側に伸び得るが、構造の利益を得
るためにもっとも外側のフラップ付着部材８８の内側でとどまる。）この態様のカフス構
造のより詳細な記載は、１９８９年１月３日にドラグー（Ｄｒａｇｏｏ）に発行された「
漏れ抵抗二重カフスを有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉ
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ｎｇ　Ｌｅａｋａｇｅ－Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｄｕａｌ　Ｃｕｆｆ）」と言う表題の米国
特許第４，７９５，４５４号において記載されており、その特許は参照により本明細書に
組み込まれる。
【００７４】
フラップ部分７０２はチャンネル部分７０４と近接しており、サイドフラップ７５８がバ
ックシート４２とフラップ部分７０２の延長部から形成される様にチャンネル部分７０４
の近位端６４から縦側エッジ３０に向かって、好ましくは縦側エッジ３０まで外側に伸び
る。フラップ部分７０２は好ましくはバリアカフス部材７６３の連続部分であるけれども
、フラップ部分７０２はバリアカフス７６２のチャンネル部分７０４に固定された材料の
ことなる部分からも形成され得る。従って、フラップ部分７０２は、チャンネル部分７０
４とは異なる物理的特性、寸法、および特徴を有し得る。例えば、フラップ部分７０２は
、疎水性である必要もなく、縦側エッジ３０に外側に伸びる必要もない。加えて、バリア
カフス７６２のそれぞれは、フラップ部分が全体として省略されるようにフラップ部分を
有する必要もない。しかしながら、フラップ部分は、好ましくは、疎水性であり、柔順で
あり、柔軟な感触があり、使用時に着用者の脚部に接触するので着用者の皮膚に刺激がな
い。
【００７５】
有効量のスキンケア組成物が着用者にスキンケアの利益を提供するためにカフスの上に配
置される。使用のあいだの着用者の皮膚へのスキンケア組成物の投与を有効にするために
、着用者の皮膚に接触するカフスの部分にスキンケア組成物を配置することが好ましい。
従って、スキンケア組成物は、カフスの両方の表面、カフスの一方の表面、または一方も
しくは両方の表面の一部に配置され得る。図７において示される態様において、スキンケ
ア組成物は、フラップ部分７０２、チャンネル部分７０４、または両方に配置され得る。
もしスキンケア組成物がフラップ部分およびチャンネル部分の両方に配置されるならば、
それぞれに配置されるスキンケア組成物の製剤化は同じである必要はない。実際、それぞ
れのスキンケア組成物は、異なる利益を提供するために異なる製剤および特性を有し得る
。例えば、おむつかぶれを減少させる第１のスキンケア組成物はチャンネル部分に配置さ
れ得、例えば、皮膚の刺激を減少させ、および／または皮膚を鎮静化させる第２のスキン
ケア組成物はフラップ部分に配置され得る。図７において示される態様において、第１の
スキンケア組成物７２はチャンネル部分、好ましくはその身体表面に配置され、第２のス
キンケア組成物７２’は、フラップ部分、好ましくはその身体表面に配置され、第３のス
キンケア組成物７２’’はトップシート、好ましくはその身体表面に配置される。それぞ
れのスキンケア組成物の製剤化は同じである必要はない。しかしながら、この特定の態様
においては、それぞれのスキンケア組成物の製剤化は同一である。それぞれのスキンケア
組成物は着用者の皮膚にスキンケア組成物を移行させるように有効量で配置される。
【００７６】
図７において示されるように、スキンケア組成物は好ましくは、フラップ部分とチャンネ
ル部分の別々の部分に配置される。より好ましくは、スキンケア組成物は１以上のストラ
イプとして適用され、最も好ましくは、ストライプは、フラップ弾性部材または離間弾性
部材の上にある領域と並んでいる。第１のスキンケア組成物７２は、好ましくは、遠位端
６６から近位端６４に向かって伸びる広いストライプ（約１．４インチ）としてチャンネ
ル部分７０４に適用される。前方腰部領域における離間弾性部材の末端に隣接するバリア
カフス要素７６３の部分がその上に配置されるスキンケア組成物を有さない（例えば図１
参照）様に、このストライプの長さは、離間弾性部材７６の長さの部分（約１１．７５イ
ンチ長）に沿って伸びる。第２のスキンケア組成物７２’の複数のストライプはフラップ
部分７０２に配置される。
【００７７】
スキンケア組成物は、バリアカフス部材７６３の身体表面５７または着衣表面５９に適用
され得る。もし着衣表面に適用されるならば、スキンケア組成物は好ましくは、バリアカ
フスを通る尿およびＢＭの流れを遮蔽することを助けるように疎水性のコーティングとし
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て働く。また、スキンケア組成物は、着用者の皮膚に移動可能であり、本明細書で記載さ
れるスキンケアの利益を提供するようにバリアカフス部材の身体表面に移動または通過す
るように適用される。
【００７８】
スキンケア組成物はまた、バリアカフスに適用されるのと異なる利益または同じ利益を提
供するようにトップシートにも配置され得る。トップシートのためのスキンケア組成物の
例は、１９９７年７月１日にローらに発行された米国特許第５，６４３，５８８号におい
て記載され、その特許は参照により本明細書に組み込まれる。
【００７９】
図８は、本発明の処理されたカフス、特に呼吸性の処理された弾性脚部カフスのもう１つ
の別態様である。図８において示されるように、おむつ８２０は、トップシート３８とバ
ックシート４２とを含む外側カバー層および外側カバー層の中に、好ましくはトップシー
ト３８とバックシート４２とのあいだに包まれる吸収性コア４４を具備するシャーシを含
む。脚部カフス８５６はサイドフラップ８５８および弾性部材８６０を具備する。脚部カ
フス８５６はシャーシに結合する分離したユニットとして形成される。この特定の態様に
おいて、サイドフラップ８５８は２つのカフス要素を具備し、第１のカフス要素８０２は
トップシート３８に結合し、そこから横に外側に伸び、第２のカフス要素８０４はバック
シート４２に結合し、そこから横に外側に伸びる。第１のカフス要素８０２および第２の
カフス要素８０４は、ガスケットカフスを形成するように一方または両方のカフス要素に
有効に結合する弾性部材８６０を取り囲む。示された特定の態様において、それぞれのカ
フス要素は、液体の通過を阻害する傾向がある一方で蒸気の通過を可能とする（呼吸する
）材料（空気透過性であるが液体不透過性）で形成される。この特定の態様において、カ
フス要素はそれぞれ不織ウエブを含む。しかしながら、開孔形成されたフィルムを含む他
の呼吸性材料も用いられ得る。そのような脚部カフスのより詳細な記載は１９８７年１月
１３日にビュエルに発行された米国特許第４，６３６，２０７号において開示されており
、その特許は参照により本明細書に組み込まれる。
【００８０】
スキンケア組成物は、第１のカフス要素、第２のカフス要素のいずれか、または両方に配
置され得る。図８において示される好ましい態様において、スキンケア組成物８７２は、
スキンケア組成物８７２が脚部カフス８５６が着用者と接触するとき着用者の皮膚に容易
に移行し得るように第１のカフス要素８０２、好ましくは身体表面８０２に配置される。
スキンケア組成物は好ましくは１以上のストライプとして適用され、ストライプは、より
好ましくは、弾性部材の上に載る領域と並ぶ。代わりに、スキンケア組成物は、第１のカ
フス要素８０２の着衣表面８０８または第２のカフス要素８０４に適用され得るものであ
り、スキンケア組成物の利益を提供し、ならびに漏れの少ない脚部カフスを提供するため
に、第１のカフス要素８０２の身体表面８０６に材料を移動または通過させることを可能
とし得る。加えて、スキンケア組成物は弾性部材に適用され得、第１のカフス要素の身体
表面に通過させ得る。（さらに別態様において、第２のカフス要素は、おむつのエッジに
バックシートを全面的に伸ばすことにより置換され得る）。
【００８１】
カフスの呼吸性（蒸気透過性）は、おむつの内部の相対湿度を減少させておむつの中の蒸
気交換を可能とすることにより本発明において用いられる多くのスキンケア組成物の機能
を高める。着用者の皮膚と製品とのあいだの吸収製品における過剰な相対湿度は、皮膚へ
のおよび皮膚からの水蒸気の通常の輸送を妨害し得る。そのような過剰な水分の輸送のた
めの手段を提供することにより（呼吸性カフス）、過剰な水和に向かう駆動力が減少する
。このことは皮膚に近接する水分がおむつから除去されることを可能とし、それにより更
に、本発明のスキンケア組成物のみにより提供される減少を越えて着用者の皮膚の健康を
高める。（トップシートに配置されるスキンケア組成物による皮膚の過剰な水和に対する
向上した保護、向上した呼吸性により提供されるような向上した皮膚の通気、およびより
優れた液体操縦性能を提供する使い捨て吸収製品は、１９９７年９月１０日に出願された
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エルダーらの「皮膚の状態への利益を提供する使い捨て吸収製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ
　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ａ　Ｓｋｉｎ　Ｃｏｎ
ｄｉｔｉｏｎ　Ｂｅｎｅｆｉｔ）」と言う表題の米国特許出願シリアル番号第０８／９２
６，５６６号（Ｐ＆Ｇケース６８３２Ｑ）において開示され、それは参照により本明細書
に組み込まれる。）
図９は、シャーシ（封入アセンブリ）に結合する分離したサイドパネルラミネートの、フ
ロントサイドパネル９０２およびバックサイドパネル９０４を有する本発明のさらに別態
様の平面図である。伸長性バックサイドパネル９０４は、おむつ９２０の腰部および脚部
に沿って分離した伸長性を提供する第１のサイドパネル９０６および第２のサイドパネル
９０８により提供される多方向ストレッチを有する。サイドパネルおよびおむつは、１９
９６年１２月３日にニーズらに発行された「吸収製品にためのサイドパネルを製造するた
めのスクラップのでない方法（Ｚｅｒｏ　Ｓｃｒａｐ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｍａｎｕ
ｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｓｉｄｅ　Ｐａｎｅｌｓ　ｆｏｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉ
ｃｌｅｓ）」と言う表題の米国特許第５，５８０，４１１号、およびローブルズ（Ｒｏｂ
ｌｅｓ）らの名義で１９９４年１１月１９日に出願された「多方向伸長性サイドパネルを
有する吸収製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉ－Ｄｉｒ
ｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｓｉｄｅ　Ｐａｎｅｌｓ）」と言う表題の米
国特許出願シリアル番号第０８／１１５，０４８号においてより完全に記載されており、
それらは参照により本明細書に組み込まれる。おむつ９２０はさまざまの処理されたカフ
スおよびその組み合わせを有し得る。おむつ９２０の脚部カフスはシャーシ（封入アセン
ブリ）のガスケットカフス９５６および第２のサイドパネル９０８およびフロントサイド
パネル９０２のレッグエッジ９１０を具備する。ウエストカフスは、シャーシ（封入アセ
ンブリ）の弾性ウエストバンド９１２および第１のサイドパネル９０６およびフロントサ
イドパネル９０２のウエストエッジ９１４を具備する。この態様において、スキンケア組
成物は、サイドパネルまたはそのいずれかの部分、ガスケットカフス、弾性ウエストバン
ド、または上記のいずれかの組み合わせに適用され得る。例えば、スキンケア組成物は、
弾性ウエストバンドおよび第１サイドパネルとフロントサイドパネルのそれぞれのウエス
トエッジの部分に適用され得る。スキンケア組成物は、ガスケットカフスの一部、第２の
サイドパネルのレッグエッジおよびフロントサイドパネルのレッグエッジを含むそれぞれ
の脚部カフスに配置され得る。従って、スキンケア組成物は、着用者の脚部に治療的また
は保護的なコーティングを提供し得る。代わりに、異なる製剤のスキンケア組成物は、そ
れらのカフスのいずれかの組合わせまたはすべてに配置され得る。更なるスキンケア組成
物が、本明細書で記載されるトップシート３８にもまた記載され得る。図１０において示
されるように、第１のスキンケア組成物９７２は、螺旋状で多数のストライプとして第１
のサイドパネル９０６に配置され、第２のスキンケア組成物９７２’は、螺旋状で多数の
ストライプとして第２のサイドパネル９０８に配置され、第３のスキンケア組成物９７２
’’は、螺旋状で多数のストライプとしてフロントサイドパネル９０２に配置される。ス
キンケア組成物のそれぞれは、同一の製剤または異なる製剤のものであり得る。もしスキ
ンケア組成物が異なる製剤であるならば、それぞれの特定のスキンケア組成物は、着用者
の異なる領域に独特のスキンケアの利益を提供するように製剤化され得る。
【００８２】
図１０は、おむつの腰部領域において配置される処理されたカフスの別の好ましいおむつ
構造の部分断面図である。特に、図面は一体的なウエストキャップ／ウエストバンドを描
写する。そのような一体的ウエストキャップ／ウエストバンドの典型的な態様は、１９９
１年６月２５日にロバートソンに発行された米国特許第５，０２６，３６４号において開
示されており、その特許は参照により本明細書に組み込まれる。（本発明は、一体的ウエ
ストキャップ／ウエストバンドに限定されないのみならず、１９８５年５月７日にキエビ
ット＆オステラージ（Ｏｓｔｅｒｈａｇｅ）に発行された米国特許第４，５１５，５９５
号において示されるようなウエストバンドならびに１９８８年４月１９日にフォアマン（
Ｆｏｒｅｍａｎ）に発行された米国特許第４，７３８，６７７号および１９８８年５月１
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０日にローソンに発行された米国特許第４，７４３，２４６号において開示されているよ
うなウエストキャップをも包含することに注意すべきであり、それらの特許のそれぞれは
参照により本明細書に組み込まれる。）一体的ウエストキャップ／ウエストバンド１００
２は、おむつ１０２０と有効に結合するエラストマー性材料の単独部分により形成される
。外側部分１００４は、弾性ウエストバンド１０５６を形成するように超音波結合のよう
なウエストバンド固定部材（図示せず）によりおむつ１０２０のエンドエッジ３２に隣接
する弾性的に収縮性の状態でウエストフラップ１０５８と有効に結合する。内側部分１０
０６は、外側部分１００４と近接しており、近位端１０６４および遠位端１０６６を有す
る。内側部分１００６の近位端１０６４は、好ましくは、近位端１０６４に沿ってシール
を形成するように接着剤のような近位接着部材（図示せず）により内側部分１００６の一
部をウエストフラップ１０５８（トップシート３８）に結合することにより吸収性コア４
４のウエストエッジ４７と外側部分１００４との間のおむつ１０２０のエンドエッジ３２
の内側に形成される。遠位端１０６６は近位端１０６４の内側に配置され、示される図に
おいては、内側部分１００６の部分がウエストキャップ１０６２（バリアカフス）を形成
するためにトップシート３８の身体表面４０から離間し得るようにおむつ１０２０のいず
れか下にある要素、特にトップシート３８に固定されない。示される態様においては、材
料の単独部分は、弾性ウエストバンド１０５６およびウエストキャップ１０６２（バリア
カフス）の両方としての役割をする。この材料の単独部分は、本明細書では、一体的ウエ
ストキャップ／ウエストバンド１００２と称される。ウエストバンドは着用者のまわりの
おむつの適合を高め、ウエストキャップがおむつの中に身体滲出物を拘束し、含有し、そ
して保持する間に腰領域からの漏れを防ぐ。しかしながら、分離要素はウエストキャップ
およびウエストバンドの両方を形成し得ることに注意すべきである。
【００８３】
示される態様において、スキンケア組成物は内側部分、外側部分、または両方に配置され
得る。従って、スキンケア組成物はウエストキャップまたはウエストバンド上に適用され
得る。スキンケア組成物は好ましくは、使用のあいだに着用者の皮膚に接触および移行す
るように一体的ウエストキャップ／ウエストバンドの身体表面に適用される。図１０にお
いて示されるように、スキンケア組成物１０７２は、好ましくは、一体的ウエストキャッ
プ／ウエストバンド１００２の身体表面１０７０に１以上のストライプとして、より好ま
しくは、ウエストキャップ１０６２の遠位端１０６６に隣接してウエストバンド１０５６
において配置される。ウエストキャップの疎水性を高め、皮膚に移行可能なスキンケア組
成物を提供するために、スキンケア組成物は代わりに、着衣表面に適用され、身体表面に
移動または通過されられ得るものであり、それによりスキンケア組成物が着用者の皮膚に
容易に移行することを可能とする一方で液体の通過を妨げる役割をする疎水性のコートを
提供する。加えて、異なる製剤化のスキンケア組成物は、外側部分に対して内側部分にも
適用され得る。
【００８４】
本発明のもう１つの使い捨て吸収製品は生理用ナプキンのような女性用衛生製品である。
適切な女性用衛生製品は、１９８５年１２月３日にスワンソン（Ｓｗａｎｓｏｎ）らに発
行された米国特許第４，５５６，１４６号、１９９３年４月２７日にバン・ティルバーグ
（Ｖａｎ　Ｔｉｌｂｕｒｇ）に発行された米国特許第Ｂ１　４，５８９，８７６号、１９
９７年８月１８日にバン・ティルバーグに発行された米国特許第４，６８７，４７８号、
１９９０年８月２１日にオズボーン（Ｏｓｂｏｒｎ），ＩＩＩに発行された米国特許第４
，９５０，２６４号、１９９１年４月２３日にオズボーン，ＩＩＩに発行された米国特許
第５，００９，６５３号、１９９３年１２月７日にバン・ティルバーグに発行された米国
特許第５，２６７，９９２号、１９９５年２月１４日にラバシュ（Ｌａｖａｓｈ）らに発
行された米国特許第５，３８９，０９４号、１９９５年５月９日にロード（Ｒｏａｄ）ら
に発行された米国特許第５，４１３，５６８号、１９９５年１０月２４日にエメネーカー
（Ｅｍｅｎａｋｅｒ）らに発行された米国特許第５，４６０，６２３号、１９９６年２月
６日にバン・ティルバーグに発行された米国特許第５，４８９，２８３号、１９９６年１
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０月２９日にエメネーカーらに発行された米国特許第５，５６９，２３１号、および１９
９７年４月１５日にバンバー（Ｂａｍｂｅｒ）に発行された米国特許第５，６２０，４３
０号において開示され、それらのそれぞれは参照により本明細書に組み込まれる。
【００８５】
図１１は、使用時に着用者のパンティ１１０２の中に適切に配置された本発明の処理され
たカフスを有する区画を付けられた生理用ナプキン１１２０を示す部分冠状図を示す。バ
リアカフスを有する生理用ナプキンのより詳細な記載は、１９９７年７月２２日にロバー
ツ（Ｒｏｂｅｒｔｓ）＆マンセル（Ｍａｎｃｅｌ）に発行された米国特許第５，６４９，
９１７号において見出され、その特許は参照により本明細書に組み込まれる。図１１にお
いて示されるように、生理用ナプキン１１２０は、トップシート３８、バックシート４２
、およびトップシート３８とバックシート４２との間に位置する吸収性コア４４を具備す
る中央吸収性パッドを具備する。フラップ１１０４（商業的には、「ウイング」または「
タブ」と称される）は、中央吸収性パッドのそれぞれの縦側エッジ１１３０から伸び、そ
れぞれのフラップ１１０４は、使用時にパンティ１１０２の中の弾性物が経血を包含する
ように二重壁バリアとなる身体に快適に当接する可撓性の第２の軸１１０８に隣接するフ
ラップ１１０４を押すように少なくとも１つの可撓性軸、好ましくは可撓性の第１軸１１
０６および可撓性の第２軸１１０８を有する。そして、処理されたカフスは近位端１１６
４および遠位端１１６６を有するバリアカフス１１６２（バリア手段）を具備し、近位端
１１６４は身体滲出物を包含するためにナプキン（好ましくは、この態様においては、フ
ラップ１１０４）に結合する。
【００８６】
スキンケア組成物１１７２は、本明細書で記載されるスキンケアの利益を提供するように
それぞれのバリアカフス１１６２に配置される。スキンケア組成物は示される態様におい
て、カフス全体、カフスの表面の１つ、またはそのいずれかの部分に適用され得るけれど
も、スキンケア組成物は、好ましくは遠位端１１６６に隣接してバリアカフス１１６２の
身体表面の一部に１以上のストライプとして適用される。加えて、示される態様において
、第２のスキンケア組成物１１７２’はまたそれぞれのフラップ１１０４にも配置される
。第３のスキンケア組成物１１７２’’はトップシート３８に配置される。フラップ１１
０４に配置される第２のスキンケア組成物１１７２’は、好ましくは、使用時に着用者と
接触に至るフラップの部分、典型的には可撓性の第２の軸１１０８に隣接するフラップの
部分に配置される。第２のスキンケア組成物１１７２’は、可撓性の第１の軸１１０６と
可撓性の第２の軸１１０８とのあいだに、および／または可撓性の第２の軸１１０８とフ
ラップの遠位端１１１０とのあいだに、または両方に配置され得る。バリアカフス、トッ
プシート、およびフラップに適用されるスキンケア組成物の製剤は、着用者の皮膚の異な
る部分に異なるスキンケアの利益を提供するために異なり得る。示される態様において、
トップシート、フラップ、およびバリアカフスに配置されるスキンケア組成物は同じ製剤
を有する。
【００８７】
図１２は、おむつ１２２０のさまざまのパネルおよび互いに関するその配置を描写する使
い捨ておむつの単純化された平面図を示す。おむつ１２２０は、ＢＭ／アヌスパネル１２
０２および秘尿／生殖パネル１２０４を具備するシャーシパネル１２００、１対のレッグ
フラップパネル１２０６、前方ウエストパネル１２０８、後方ウエストパネル１２０８’
、１対のフロントサイドパネル１２１０、１対のバックサイドパネル１２１０’、および
１対のファスナーパネル１２１２を具備する。シャーシパネル１２００は、そこから他の
パネルが出てくるおむつの主要部分である。吸収性コアは、おむつの他のパネルまたはゾ
ーンに伸び得るけれども、一般的にシャーシパネルの中に配置される。シャーシパネルは
、着用者の身体へのその近接に基づいて２つのパネルに分割される。ＢＭ／アヌスパネル
１２０２は、典型的には、着用者の肛門の近くに位置し、着用者の肛門および臀部に接触
する。ＢＭ／アヌスパネルはまた、構造に吸収され、またはその表面に沿って流れるＢＭ
も受け取る。秘尿／生殖パネル１２０４は、一般的に、シャーシパネル１２００のより前
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方の部分である。秘尿／生殖パネル１２０４は、ＢＭパネル１２０２と近接しており、尿
が貯められる主要ゾーンである。加えて、秘尿／生殖パネル１２０４は、着用者の生殖器
が典型的に接触に至る場所である。秘尿／生殖パネルの相対的な位置は、着用者が男性か
女性かに依存しておむつの中でより前方または後方に位置し得る。脚部フラップパネル１
２０６は、シャーシパネル１２００のそれぞれの縦側エッジ１２１４に沿って、そこから
一般的に横に外側に伸びる。脚部フラップパネル１２０６は、脚部カフスの少なくとも一
部を形成する。（フラップ弾性部材は、ガスケットカフスを形成するように脚部フラップ
パネルの中に有効に結合される。）フロントウエストパネル１２０８は、シャーシパネル
１２００の横エッジ１２１６に沿ってそこから一般的に縦に外側に伸びる。伸長性腰部形
態はこのパネルにおいて形成される必要はないけれども、フロントウエストパネルは一般
的におむつの伸長性前方腰部形態を形成する。バックウエストパネル１２０８’は、後方
腰部領域におけるシャーシパネル１２００の横エッジ１２１６’に沿ってそこから一般的
に縦に外側に伸びる。伸長性腰部形態はこのパネルにおいて形成される必要はないけれど
も、バックウエストパネル１２０８’は一般的に伸長性後方腰部形態の一部を形成する。
フロントサイドパネル１２１０は、それぞれ、フロントウエストパネル１２０８及び秘尿
／生殖パネル１２０４の少なくとも一部に沿ってそこから一般的に横に外側に伸びる。バ
ックサイドパネル１２１０’はそれぞれ、バックウエストパネル１２０８’及びＢＭ／ア
ヌスパネル１２０２の少なくとも一部に沿って、そこから一般的に横に外側に伸びる。所
望であれば、バックサイドパネル１２１０’はまた後方伸長性腰部形態の一部をも形成す
る。
【００８８】
それぞれのパネルはおむつ構造全体に結合する分離部材であり得るかまたは、パネルがト
ップシート、バックシート、または両方のようなおむつの他の要素の延長部を含むと言う
意味においておむつと一体的であり得る。さらに、パネルのいずれかまたはすべては伸長
性であり得る。シャーシパネル１２００は、参照により本明細書に組み込まれる１９９６
年５月２１日にチャペルらに発行された米国特許第５，５１８，８０１号において記載さ
れる構造的に弾性体様のフィルム（ＳＥＬＦ）ウエブとして形成される様に伸長性にされ
得るけれども、使用時に吸収性コアの一体性を維持するために典型的には伸長性でない。
ＳＥＬＦウエブの使用は、それぞれのパネルの力／伸長特性が、最小量の材料でおむつの
適合及び封入を最大化させるように具体的に設計されることを可能とする（従来の弾性材
料は必要ない）。
【００８９】
１以上のスキンケア組成物が、本明細書で記載される利益を提供するためにおむつの異な
るパネルにおいて配置され得る。好ましい態様においては、異なる利益を提供する異なる
製剤のスキンケア組成物が、おむつのさまざまのパネル上の多数のスキンケア組成物の配
置を介して着用者の身体の異なる部分に投与される。それぞれのスキンケア組成物は、ス
キンケア組成物が本明細書で記載されるようにその上に配置されるように特定のパネルま
たはおむつのトップシートのようなおむつの部材に直接適用されるかまたは移動可能に適
用され得る。スキンケア組成物の適用の異なる領域または帯域は、異なるタイプの吸収さ
れる汚物またはパネルもしくはパネルの中に配置される要素の機能に関連し得る。例えば
、第１のスキンケア組成物は、皮膚に移行する様に、および例えば、皮膚／大便界面での
容易なＢＭ清浄化を提供するように機能するようにＢＭ／アヌスパネル上に配置され得る
。秘尿／生殖パネルは、例えば、皮膚の紅斑の減少ならびに潜在的にはおむつかぶれの治
療または予防および／または皮膚の水和の減少となる皮膚上の尿の透過に対する高められ
たバリア機能を提供するように製剤化されたその上に配置された第２のスキンケア組成物
を有し得る。レッグフラップパネルは、例えば、この動きの多いゾーンにおいて皮膚の擦
過の減少となるような特に小さな摩擦係数を有するその上に配置された第３のスキンケア
組成物を有し得る。第４のスキンケア組成物は、例えば、へその緒の虚弱さのための鎮静
効果を提供するためにフロントウエストパネル上に配置され得る。第５のスキンケア組成
物は、例えば、おむつの背面腰部における皮膚の擦過の減少をもたらすためにバックウエ



(27) JP 4463419 B2 2010.5.19

10

20

30

40

50

ストパネル上に配置され得る。第６のスキンケア組成物は、例えば、特にサイドパネルが
、バックサイドパネルが伸長性であるようなとき動きの多い帯域であるときその帯域にお
ける皮膚の擦過の減少を提供するようにサイドパネル上に配置されうる。第７のスキンケ
ア組成物は、例えば、ファスナーによる赤い刻印を減少させるようにファスナーパネル上
に配置され得る。（任意に、何れかのパネルは、スキンケア組成物がその上に配置されな
いと言う意味において「組成物のない状態」であり得る。）おむつのウエブまたは形態上
にスキンケア組成物を固定する能力は、製造者の能力が、着用者および製品の異なる領域
に異なる機能的利益を目的とし、与えることを可能とする。従って、おむつまたは吸収製
品は、着用者の特定のゾーンに異なるスキンケアの利益を提供するように特別に設計され
得る。異なるスキンケア組成物は、着用者の皮膚へのスキンケア組成物の投与がパネルま
たはパネルの中のゾーンに依存して変化し得るようにパネルを作り上げる形態のさまざま
の表面に適用され得る。ある種の態様においては、１以上のパネルは同じスキンケアの利
益を必要とし得るので、１以上のスキンケア組成物は同じ利益を提供するために同じ製剤
であり得る。加えて、２以上のスキンケア組成物が、特定のパネルの中で異なる機能を提
供するためにパネルのいずれかに配置され得る。例えば、第１のスキンケア組成物が容易
なＢＭの清浄化のためにＢＭ／アヌスパネルの中に適用され、一方、第２のスキンケア組
成物もまたおむつかぶれの減少のような治療的利益を提供するためにそのパネルの中に適
用され得る。
【００９０】
図１３は、その上に配置された第１のスキンケア組成物１３７２及びその上に配置された
第２のスキンケア組成物１３７２’を有するウエブ材料１３０２（ウエブ）の部分断面図
である。ウエブ材料１３０２は第１の領域１３０４および第２の領域１３０６を具備する
。第１の領域１３０４はその上に配置された第１のスキンケア組成物１３７２を有し、一
方、第２の領域１３０６はその上に配置された第２のスキンケア組成物１３７２’を有す
る。（ここで用いられるものとして、「ウエブ」または「ウエブ材料」と言う術語は、単
層の材料もしくは複合材料または２以上の層の積層体を含むシートのような材料を称する
。）
本発明の好ましい態様において、ウエブ材料は少なくとも１方向において伸長性である。
しかしながら、ウエブ材料は、いずれかの方向において、２以上の方向において伸長性で
あり得るし、または全く伸長性でなくとも良い。加えて、ウエブ材料は、伸長性について
１以上の別々のゾーンを有し得る。より好ましくは、ウエブ材料は弾性的に伸長性である
。この弾性的伸長性は、多数の異なる材料及び形状により提供され得る。ウエブ材料のさ
まざまの要素は通常の弾性材料を含み得るかまたは、ウエブ材料は多数の異なる弾性積層
構造から構築され得る。例えば、ウエブ材料は、１９７５年１月１４日にビュエルに発行
された米国特許第３，８６０，００３号において記載されているような弾性的に収縮性の
状態で１以上の非弾性部材に有効に結合する弾性材料を含み得るものであり、その特許は
参照により本明細書に組み込まれる。もう１つの態様において、ウエブ材料は、互いに結
合する弾性層と非弾性層により形成されるストレッチラミネートを含み得る。その層は続
いて、ストレッチラミネートの非弾性部材を恒久的に伸長させるのに十分な機械的伸長に
供される。その複合材料ストレッチラミネートは次いで、その実質的に張力の掛けられて
いない状態に戻るようにさせられる。部材を機械的に伸長させるための噛み合う波形ロー
ルを利用するストレッチラミネートを作るために用いられる特に好ましい方法及び装置は
、１９９２年１２月１日にウエーバー（Ｗｅｂｅｒ）らに発行された米国特許第５，１６
７，８９７号、１９９０年１０月２０日にビュエルらに発行された米国特許第５，１５６
，７９３号、および１９９２年９月１日にウエーバーらに発行された米国特許第４，１４
３，６７９号において開示されており、それらのそれぞれは参照により本明細書に組み込
まれる。特に好ましい伸長性ウエブは、構造的に弾性体のようなフィルム（ＳＥＬＦ）ウ
エブで構築されている。そのようなウエブの例は、１９９６年５月２１日にチャペルらに
発行された米国特許第５，５１８，８０１号において記載されており、それは参照により
本明細書に組み込まれている。ここで用いられるものとして、「弾性体のような」と言う
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術語は、与えられた伸長に供されたときウエブ材料が与えられた伸長の方向に伸び、与え
られた伸長が解放されたときウエブ材料は実質的な程度までその張力を掛けられていない
状態に戻る、ウエブ材料の挙動を記述する。
【００９１】
本発明のウエブ材料は、さまざまの製品において有用な多数の異なる材料のいずれかを含
み得る。おむつまたは他の吸収製品における使用のために、ウエブ材料は、好ましくは、
不織布、織布、フィルム、発泡体、弾性ウエブ、またはそれらの組み合わせである。例え
ば、好ましいウエブ材料は、線形低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、低密度ポリエチレ
ン（ＬＤＰＥ）、超低密度ポリエチレン（ＵＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ
）を含むポリエチレン、またはポリプロピレンのようなポリオレフィン、および上記及び
他の材料とそれらとの混合物で構成され得る。用いられ得る他の適切なポリマー性材料の
例には、限定はされないが、ポリエステル、ポリウレタン、堆肥化または生分解性ポリマ
ー、熱収縮ポリマー、熱可塑性エラストマー、メタライセン（ｍｅｔａｌｙｃｅｎｅ）触
媒系ポリマー（例えば、ダウケミカルから入手可能なインサイト（Ｉｎｓｉｔｅ；登録商
標）およびエクソンから入手可能なエグザクト（Ｅｘｘａｃｔ；登録商標））、及び呼吸
性ポリマーが含まれる。ウエブ材料もまた、合成織布、合成編布、不織布、開孔されたフ
ィルム、巨視的に拡張された３次元成形フィルム、吸収性または繊維性吸収性材料、発泡
体、フィラー入り組成物、またはラミネートおよび／またはその組み合わせで構成され得
る。不織布は、限定されないが、以下の方法、すなわち、スパンレース、紡糸結合、溶融
ブローカーディング、水力開孔、水力交絡、梳綿、空気通過結合、カレンダー結合、また
はそれらの組み合わせのいずれかにより作られ得る。すでに記載された様に、本発明のウ
エブ材料もまた上記材料の積層体を含み得る。積層体は、限定されないが、熱的結合、接
着剤結合（限定されないが、接着剤のスプレー、ホットメルト接着剤、ラテックス系接着
剤などを含む）、超音波結合、およびいまだ部分的溶融状態で基材の一方の側に結合する
間にポリマーフィルムが基材上に型成形される押し出し積層化を含む当業者に公知の多数
の結合方法により、または溶融ブロー繊維不織布を直接基材上に堆積させることにより作
られ得る。すでに記載された様に、ウエブ材料は、１以上の弾性層および１以上の非弾性
層の積層体を含み得る。
【００９２】
好ましいウエブ材料は、図１３において、その実質的に張力を掛けられていない状態で示
される。ウエブ材料は、異なる領域の「引張り可能なネットワーク」を含む。ここで用い
られるものとして、「引張り可能なネットワーク」と言う術語は、力を掛けられ、続いて
解放された伸長に対する応答として、弾性体のような挙動をウエブ材料に与える、あらか
じめ決定された方向においてある程度有用な程度まで伸ばされることが可能である領域の
、連結された相互に関係のあるグループを称する。引張り可能なネットワークは少なくと
も第１の領域および第２の領域を含む。ウエブ材料は、第１の表面及び反対側の第２の表
面を有する。図１３において示される態様において、ウエブ１３０２は複数の第１の領域
１３０４及び複数の第２の領域１３０６を含む。示される態様において、第１の領域は実
質的に平面的である。すなわち、第１の領域の中の材料は、ウエブ材料によりなされる成
形工程の前後に実質的に同じ状態で存在する。第２の領域は、好ましくは、複数の上昇し
たリブのような要素を含む。リブのような要素は、エンボス加工され、陰刻され、または
それらの組み合わせであり得る。リブのような要素は、均一領域により互いから分離され
得るかまたは離間領域として単純に形成され得る。ウエブ材料については、図１３におい
て矢印により示される力を加えられた軸方向の伸長の方向、ｄは、リブのような要素に実
質的に垂直である。リブのような要素は曲がらないことが可能であるかまたは、ウエブに
おける伸長を可能とするように軸に実質的に垂直な方向において幾何学的に変形し得る。
【００９３】
今度は図１４を参照すると、ウエブ材料は図１３において矢印により示される力を加えら
れた伸長ｄに供されるので、より短い表面経路長を有する第１の領域は、力を掛けられた
伸長に対する分子レベルの変形の結果としてほとんどの初期抵抗力を提供する。第２の領
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域におけるリブのような要素は幾何学的変形を被り、または曲がらないで力を掛けられた
伸張に対する最小限の抵抗を示す。図１４において見られる様に、第２の領域におけるリ
ブのような要素は、ウエブ全体が本質的に同一平面であるように力を掛けられた伸長と実
質的に同一平面にあるようになる。この態様において、ウエブ材料は、ウエブに掛けられ
る伸長力により引き起こされる摩擦力に対する極めて優れた保護を提供するように皮膚の
表面に第２のスキンケア組成物１３７２’を投与することが可能である。従って、付加的
なスキンケア組成物が、紅斑または潜在的な赤化の問題を更に最小化するために皮膚に投
与される。
【００９４】
第１のスキンケア組成物１３７２および第２のスキンケア組成物１３７２’の製剤は、同
一であるかまたは異なり得る。例えば、第１のスキンケア組成物は、紅斑を最小化させ、
および／またはおむつかぶれを予防または治療するのに十分な材料を含み得る。使用のあ
いだに遭遇する力により、第２のスキンケア組成物は、皮膚の赤化を予防するようにスキ
ンケア剤を提供するように製剤化され得る。この第２のスキンケア組成物は、伸長性ウエ
ブ材料が着用して力がかかっている間に伸長されるとき皮膚に投与されるであろう。（も
しウエブが最初に同一平面にあるならば、第２のスキンケア組成物は第１のスキンケア組
成物と同時に皮膚に投与され得る。）
Ｂ．スキンケア組成物
本発明により投与される特定のスキンケア組成物（「スキンケア組成物」および「組成物
」と本明細書では称される）は所望の皮膚への影響を与える点で重要な要因であるけれど
も、スキンケア組成物は、皮膚の過剰な水和及び身体滲出物において含まれる物質への皮
膚の暴露を回避するために保護的で非閉塞的な機能（例えば、比較的液体不透過性である
がしかし蒸気透過性バリア）、カフスが着用者の皮膚に接触する領域における皮膚の刺激
を減少させる擦過を最小化させる機能を提供し、またはスキンケアの利益を直接または間
接のいずれかで与える薬剤を含むことが好ましい。例えば、間接的な利益には、大便また
は尿のような皮膚の刺激物のより優れた除去が含まれる。組成物は、限定されないが、乳
化物、ローション、クリーム、軟膏、膏薬、パウダー、懸濁液、カプセル製剤、ゲルなど
を含むさまざまの形態で存在し得る。
【００９５】
ここで用いられるものとして、「スキンケア組成物の有効量」と言う術語は、カフスの身
体表面に適用されるかまたは移動する（配置される）とき、カフスが着用者の皮膚に接触
する領域においてカフスと皮膚とのあいだの擦過を減少させる上で有効である特定組成物
の量を称し、カフスを介して投与されるとき保護バリアを提供し、および／またはスキン
ケアの利益を与え、および／または皮膚へのＢＭの粘着を減少させる。別段の示唆がなけ
れば、カフス上のスキンケア組成物の配置に関連する記述は、そのような好ましい態様に
おいてトップシート上に配置される組成物に適用可能であろう。もちろん、カフス上に配
置される組成物の有効量は、かなりの程度まで、用いられる特定のスキンケア組成物に依
存するであろう。それにもかかわらず、カフスの身体表面の少なくとも一部に配置される
スキンケア組成物の量は、好ましくは、約０．０５ｍｇ／ｉｎ2 （０．００７８ｍｇ／ｃ
ｍ2 ）から約８０ｍｇ／ｉｎ2 （１２ｍｇ／ｃｍ2 ）、より好ましくは約１ｍｇ／ｉｎ2 

（０．１６ｍｇ／ｃｍ2 ）から約４０ｍｇ／ｉｎ2 （６ｍｇ／ｃｍ2 ）、さらにより好ま
しくは約４ｍｇ／ｉｎ2 （０．６ｍｇ／ｃｍ2 ）から約２６ｍｇ／ｉｎ2 （４ｍｇ／ｃｍ
2 ）の範囲を取るであろう。それらの範囲は単に例示としてのみ存在し、当業者は、組成
物の性質は所望の皮膚への利益を達成するためにその上に配置されなければならないレベ
ルを規定し、そのようなレベルは本明細書の開示にかんがみて日常的な実験により確認し
得ることを認識するであろう。
【００９６】
カフスに配置されるスキンケア組成物のレベルは本発明の重要な側面であるけれども、よ
り重要なのは、１以上の処理されたカフスの使用のあいだに着用者の皮膚に移行する組成
物の量である。所望の皮膚への利益を提供するために皮膚に投与されるのに必要なレベル
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は用いられる組成物の性質にある程度依存するけれども、本出願人は、いまだ所望の皮膚
への影響を提供しながら比較的少ないレベルが投与され得ることを見出した。このことは
、例において記述されているものの様な好ましい組成物について特に当てはまる。
【００９７】
本発明のもう１つの利益は、必要とされる組成物の低いが有効なレベルを投与するスキン
ケア組成物の制御された適用である。これは、介護者／使用者がしばしば必要とされるよ
り顕著に多くのレベルの材料を適用する、スキンケア剤の典型的に単発の手による適用と
対照的である。手により与えられる過剰な材料は、皮膚から製品への移行の結果として吸
収製品の流体操縦特性に悪い影響を与え得る。実際、ペトロラタムのようなある種の材料
については、手で適用されるレベルは実際には閉塞効果となり得るものであり、それによ
り皮膚を汚す。本発明の利益は、皮膚の閉塞を回避しながら（すなわち、皮膚の呼吸性を
維持する）表面の水分に対するバリアを提供することである。従って、本発明は、皮膚の
健康を維持および／または向上させるために皮膚への組成物の最適レベルの移行を可能と
する。
【００９８】
約３時間のあいだ（典型的な昼間の着用時間）着用される１つの処理された吸収製品の使
用のあいだに着用者に移行するスキンケア組成物のレベルについては、特に、例１におい
て記載されるような好ましいスキンケア組成物については、少なくとも約０．０１ｍｇ／
ｉｎ2 （０．００１６ｍｇ／ｃｍ2 ）、より好ましくは少なくとも約０．０５ｍｇ／ｉｎ
2 （０．００７８ｍｇ／ｃｍ2 ）、さらにより好ましくは少なくとも約０．１ｍｇ／ｉｎ
2 （０．０１６ｍｇ／ｃｍ2 ）の組成物が３時間の着用時間にわたって皮膚に移行するこ
とが好ましい。典型的には、１つの処理された製品により投与される組成物の量は、３時
間の着用時間にわたって、約０．０１ｍｇ／ｉｎ2 （０．００１６ｍｇ／ｃｍ2 ）から約
８ｍｇ／ｉｎ2 （１．２４ｍｇ／ｃｍ2 ）、より好ましくは約０．０５ｍｇ／ｉｎ2 （０
．００７８ｍｇ／ｃｍ2 ）から約６ｍｇ／ｉｎ2 （０．９３ｍｇ／ｃｍ2 ）、さらにより
好ましくは、約０．１ｍｇ／ｉｎ2 （０．０１６ｍｇ／ｃｍ2 ）から約５ｍｇ／ｉｎ2 （
０．７８ｍｇ／ｃｍ2 ）である。
【００９９】
本発明により皮膚に投与されるスキンケア組成物において有用な多数の材料の中で、安全
で有効なスキンケア剤とみなされるものがここでの使用にとって合理的な材料であると認
識されるであろう。そのような材料には、市販薬としてのヒトへの使用のための皮膚の保
護薬剤製品についての米国連邦食品薬品局（ＦＤＡ）の仮の最終モノグラフ（２１Ｃ．Ｆ
．Ｒ．３４７）により定義されるカテゴリーＩの活性成分が含まれ、それは現在、アラン
トイン、水酸化アルミニウムゲル、カラマイン、ココアバター、ジメチコーン、（組み合
わせで）タラ肝油、グリセリン、カオリン、ペトロラタム、ラノリン、鉱油、サメ肝油、
ホワイトペトロラタム、タルク、トピカルスターチ、酢酸亜鉛、炭酸亜鉛、酸化亜鉛、な
どを含む。他の潜在的に有用な材料は、市販薬としてヒトへの使用のための皮膚を保護す
る薬剤製品についての米国連邦食品薬品局の仮の最終モノグラフ（２１Ｃ．Ｆ．Ｒ．３４
７）により定義されるカテゴリーＩＩＩ活性成分であり、それは現在、生酵母細胞誘導物
、アルディオキサ、酢酸アルミニウム、微小多孔性セルロース、コレカルシフェロール、
コロイダルオートミール、システィン塩酸塩、デクスパンタノール、ペルー産バルサムオ
イル、タンパク質加水分解物、ラセミ体のメチオニン、重炭酸ナトリウム、ビタミンＡ、
などを含む。１以上のそれらの任意材料が本明細書で記載されるものの様な他の成分と組
み合わせで用いられ得ることが認識されるであろう。
【０１００】
本明細書で以後検討される様に、本発明において有用なスキンケア組成物は、必要ではな
いけれども、好ましくは、室温でカフスの着用者に接触する表面（身体表面）上で比較的
不動であり局在し、組成物の少なくとも一部は体温で着用者に移行可能であり、さらに、
極端な貯蔵条件下で完全に液体ではないような溶融プロフィールを有する。好ましくは、
組成物は、通常の接触、着用者の動き、および／または体温により皮膚に容易に移行可能
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である。組成物は、好ましくは、カフスの着用者に接触する表面上で実質的に固定されて
いるので、相対的に少ないレベルのスキンケア組成物が所望のスキンケアの利益を与える
ために必要とされる。加えて、特別なバリアまたはラップ材料は、本発明において有用な
製品の包装について不必要であろう。
【０１０１】
好ましい態様において、ここで有用なスキンケア組成物は２０℃で、すなわち周囲温度で
固形またはよりしばしば半固形である。「半固形」により、組成物は、偽可塑性または可
塑性液体に典型的なレオロジーを有することが意味される。剪断力が加えられないとき、
組成物は半固形の外観を有し得るが、しかし、剪断速度が増加するとき流動させられ得る
。このことは、組成物が主に固体成分を含む一方、それはまた一部副次的液体成分も含む
と言う事実に由来する。
【０１０２】
好ましくは、本発明の組成物は、約１．０×１０6 センチポイズないし約１．０×１０8 

センチポイズのゼロ剪断粘度を有する。より好ましくは、ゼロ剪断粘度は、約５．０×１
０6 センチポイズないし約５．０×１０7 センチポイズである。本明細書で用いられるも
のとして、「ゼロ剪断粘度」と言う術語は、プレートと円錐の粘度計（適切な装置は、モ
デル番号ＣＳＬ１００としてデラウエア州ニュー・カッスル（Ｎｅｗ　Ｃａｓｔｌｅ）の
ＴＡインストルメンツから入手可能である）を用いて極めて小さな剪断速度（例えば、１
．０ｓｅｃ-1）で測定される粘度を称する。当業者は、（以下で検討される）高融点成分
以外の手段が、約２０℃の温度でゼロの剪断速度に組成物についての粘度対剪断速度のプ
ロットを外挿することにより測定され得る、そのような手段を含むそのような組成物につ
いて測定される匹敵する粘土を提供するために用いられ得ることを認識するであろう。
【０１０３】
好ましい組成物は、組成物のマイグレーションを最小化させるために室温で少なくとも半
固形である。加えて、組成物は、好ましくは、４５℃を超え得る潜在的に「ストレスの多
い」貯蔵条件（例えば、アリゾナの倉庫、フロリダでの自動車のトランクなど）を超える
最終融点（１００％液体）を有する。具体的には、好ましい組成物は以下の溶融プロフィ
ールを有するであろう。
【表１】

【０１０４】
周囲温度で固形または半固形であることにより、好ましい組成物は吸収製品の所望でない
位置に有意な程度まで流動および移動する傾向を有さない。このことは、より少ないスキ
ンケア組成物が所望の治療的、保護的および／またはコンディショニングのための利益を
与えるために必要とされることを意味する。
【０１０５】
好ましい組成物の不動性を高めるために、製剤化された組成物の粘度は、おむつの中の所
望でない配置へのカフスからの流動を防ぐのが可能なほど高くあるべきである。不運にも
、いくつかの事例において、より高い粘度は着用者の皮膚への組成物の移行を阻害し得る
かまたは加工処理上の問題なしに適用することが困難であり得る。それゆえ、粘度は組成
物がカフスの身体表面上に局在することを維持するのに十分に高いが、着用者の皮膚への
移行を妨げるほど高くないように均衡が達成されるべきである。組成物について適切な粘
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度は、回転粘度計（適切な粘度計は、モデル４５３７としてイリノイ州メルローズパーク
（Ｍｅｌｒｏｓｅ　Ｐａｒｋ）のラブ・ライン・インストルメンツ（Ｌａｂ　Ｌｉｎｅ　
Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ），Ｉｎｃ．から入手可能である）を用いて６０℃で測定して、
典型的には、約１から約５０００センチポイズ、好ましくは約５から約３００センチポイ
ズ、より好ましくは約５から約１００センチポイズの範囲を取る。粘度計は２番スピンド
ルを用いて６０ｒｐｍで操作される。
【０１０６】
スキンケアの利益を与えるために設計された組成物については、それらの組成物における
有用な活性成分は、１以上の皮膚の保護剤またはエモリエント剤である。本明細書で用い
られるものとして、「エモリエント剤」と言う術語は、濡れまたは刺激に対して保護し、
皮膚を軟化させ、鎮静化し、しなやかにし、覆い、潤滑化し、加湿し、保護し、および／
または洗浄する材料である。（その術語が本明細書で用いられるとき、上記モノグラフで
列挙された活性成分の幾つかは「エモリエント剤」であることが認識されるであろう。）
好ましい態様において、それらのエモリエント剤は、周囲温度、すなわち２０℃で可塑性
または液体コンシステンシーのいずれかを有するであろう。
【０１０７】
本発明において有用な典型的なエモリエント剤には、限定はされないが、石油系であるエ
モリエント剤、脂肪酸しょ糖エステル、ポリエチレングリコールおよびその誘導体、保湿
剤、脂肪酸エステルタイプ、アルキルエトキシレートタイプ、脂肪酸エトキシレートエス
テル、脂肪アルコールタイプ、ポリシロキサンタイプ、プロピレングリコールおよびその
誘導体、グリセリン及びグリセリド、アセトグリセリド、およびＣ12－Ｃ28脂肪酸のエト
キシル化グリセリドを含むその誘導体、トリエチレングリコールおよびその誘導体、鯨蝋
または他のワックス、脂肪酸、脂肪アルコールエーテル、特にステアリン酸のようなその
脂肪鎖において１２から２８の炭素原子を有するもの、プロポキシル化脂肪アルコール、
多価アルコールの他の脂肪エステル、ラノリンおよびその誘導体、カオリンおよびその誘
導体、上記モノグラフに列挙されたスキンケア剤のいずれか、またはそれらのエモリエン
ト剤の混合物が含まれる。
【０１０８】
適切な石油系エモリエント剤には、１６から３２の炭素原子の鎖長を有する炭化水素また
は炭化水素の混合物が含まれる。それらの鎖長を有する石油系炭化水素には、鉱油（「液
体ペトロラタム」としてもまた知られる）およびペトロラタム（「ミネラルワックス」、
「石油ゼリー」および「ミネラルゼリー」としてもまた知られる）を含む。鉱油は通常、
１６から２０炭素原子を有する炭化水素のあまり粘性のない混合物を称する。ペトロラタ
ムは、１６から３２炭素原子を有する炭化水素のより粘性のある混合物を称する。ペトロ
ラタム及び鉱油は、本発明の組成物にとって特に好ましいエモリエント剤である。
【０１０９】
適切な脂肪酸エステルタイプのエモリエント剤には、Ｃ12－Ｃ28脂肪酸、好ましくはＣ16

－Ｃ22飽和脂肪酸と短鎖（Ｃ1 －Ｃ8 、好ましくはＣ1 －Ｃ3 ）一価アルコールとから誘
導されるものが含まれる。そのようなエステルの典型的な例には、パルミチン酸メチル、
ステアリン酸メチル、ラウリン酸イソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン
酸イソプロピル、パルミチン酸エチルヘキシル、およびそれらの混合物が含まれる。適切
な脂肪酸エステルエモリエント剤はまた、乳酸ラウリル及び乳酸セチルのような長鎖脂肪
アルコール（Ｃ12－Ｃ28、好ましくはＣ12－Ｃ16）と例えば乳酸のような短鎖脂肪酸との
エステルからも誘導され得る。
【０１１０】
適切なアルキルエトキシレートタイプのエモリエント剤は、約２から約３０の平均エトキ
シル化度を有するＣ12－Ｃ22脂肪アルコールエトキシレートを含む。好ましくは、脂肪ア
ルコールエトキシレートエモリエント剤は、約２から約２３の範囲の平均エトキシル化度
を有するラウリル、セチル、およびステアリルエトキシレートおよびそれらの混合物から
なる群より選択される。そのようなアルキルエトキシレートの典型例には、ラウレス－３
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（３の平均エトキシル化度を有するラウリルエトキシレート）、ラウレス－２３（２３の
平均エトキシル化度を有するラウリルエトキシレート）、セテス－１０（１０の平均エト
キシル化度を有するセテスアルコールエトキシレート）およびステアレス－１０（１０の
平均エトキシル化度を有するステアリルアルコールエトキシレート）が含まれる。用いら
れるとき、それらのアルキルエトキシレートエモリエント剤は、典型的には、約１：１か
ら約１：５、好ましくは約１：２から約１：４のアルキルエトキシレートエモリエント剤
対石油系エモリエント剤の重量比でペトロラタムのような石油系エモリエント剤と組み合
わせて用いられる。
【０１１１】
適切な脂肪アルコールタイプのエモリエント剤には、Ｃ12－Ｃ22脂肪アルコール、好まし
くは、Ｃ16－Ｃ18脂肪アルコールが含まれる。典型例にはセチルアルコール及びステアリ
ルアルコールならびにそれらの混合物が含まれる。用いられるとき、それらの脂肪アルコ
ールエモリエント剤は、典型的には、約１：１から約１：５、好ましくは約１：１から約
１：２の脂肪アルコールエモリエント剤対石油系エモリエント剤の重量比でペトロラタム
のような石油系エモリエント剤と組み合わせて用いられる。
【０１１２】
ここでの使用のための他の適切なタイプのエモリエント剤にはポリシロキサン化合物が含
まれる。一般的に、本発明における使用にとって適切なポリシロキサン材料には、以下の
構造、
【式１】

【０１１３】
（式中、それぞれ独立のシロキサンモノマー性ユニットについて、Ｒ1 およびＲ2 は、そ
れぞれ独立に、水素、または何れかのアルキル、アリール、アルケニル、アルカリール、
アラキル、シクロアルキル、ハロゲン化炭化水素、または他のラジカルであり得る）のモ
ノマー性シロキサンユニットを有するものが含まれる。そのようなラジカルのいずれもが
置換されているかまたは置換されていないものであり得る。いずれか特定のモノマー性ユ
ニットのＲ1 およびＲ2 ラジカルは、次の隣接するモノマー性ユニットの対応する官能基
とは異なり得る。加えて、ポリシロキサンは、直鎖、分岐鎖であるか、または環構造を有
するかのいずれかであり得る。加えて、ラジカルＲ1 およびＲ2 は独立に、限定されない
が、シロキサン、ポリシロキサン、シラン、およびポリシランのような他のケイ素系官能
基であり得る。ラジカルＲ1 およびＲ2 は、例えば、アルコール、カルボン酸、フェニル
、およびアミン官能基を含むさまざまの有機官能基のいずれかを含み得る。
【０１１４】
典型的なアルキルラジカルは、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル
、オクチル、デシル、オクタデシルなどである。典型的なアルケニルラジカルは、ビニル
、アリルなどである。典型的なアリールラジカルは、フェニル、ジフェニル、ナフチルな
どである。典型的なアルカリールラジカルは、トイル、キシリル、エチルフェニルなどで
ある。典型的なアラルキルラジカルは、ベンジル、アルファ－フェニルエチル、ベータ－
フェニルエチル、アルファ－フェニルブチルなどである。典型的なシクロアルキルラジカ
ルは、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどである。典型的なハロゲン化
炭化水素ラジカルは、クロロメチル、ブロモエチル、テトラフルオロエチル、フルオロエ
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チル、トリフルオロエチル、トリフルオロトロイル、ヘキサフルオロキシリルなどである
。
【０１１５】
有用なポリシロキサンの粘度は、ポリシロキサンが流動可能であるかまたは吸収製品への
適用のために流動可能とされ得る限り、ポリシロキサンの粘度が一般的に変化するくらい
広く変化し得る。このことは、限定されないが、（ガラス粘度計で測定して３７℃で）５
センチストークスから約２０，０００，０００ストークスほどの低さの粘度を含む。好ま
しくはポリシロキサンは、３７℃で、約５から約５，０００センチストークス、より好ま
しくは約５から約２，０００センチストークス、最も好ましくは約１００から約１０００
センチストークスの範囲の粘度を有する。それ自体流動に対して抵抗がある高粘度ポリシ
ロキサンは、例えば、界面活性剤中にポリシロキサンを乳化するかまたは、単に例示目的
であげられるヘキサンのような溶剤の補助により溶液としてポリシロキサンを提供するこ
とのような方法により吸収製品に有効に貯められ得る。吸収製品にポリシロキサンエモリ
エント剤を適用するための具体的な方法は、本明細書で以後より詳細に記述される。
【０１１６】
本発明における使用にとって好ましいポリシロキサン化合物は、１９９１年１０月２２日
に発行された米国特許第５，０５９，２８２号（アンプルスキ（Ａｍｐｕｌｓｋｉ）ら）
において開示されており、それは参照により本明細書に組み込まれる。本発明の組成物に
おけるエモリエント剤としての使用にとって特に好ましいポリシロキサン化合物には、フ
ェニル官能基ポリメチルシロキサン化合物（例えば、ダウコーニング５５６化粧品グレー
ド流体、ポリフェニルメチルシロキサン）およびそれぞれダウ２５０２およびダウ２５０
３ポリシロキサン液体のようなセチルまたはステアリル官能化ジメチコーンが含まれる。
フェニル官能基またはアルキル基とのそのような置換に加えて、有効な置換は、アミノ、
カルボキシル、ヒドロキシル、エーテル、ポリエーテル、アルデヒド、ケトン、アミド、
エステル、およびチオール基となされ得る。それらの有効な置換基の中で、フェニル、ア
ミノ、アルキル、カルボキシル、およびヒドロキシル基を含む官能基の族は他より好まし
く、フェニル官能基は最も好ましい。
【０１１７】
適切な保湿剤には、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール、トリヒドロキシ
ステアリン、等が含まれる。
【０１１８】
存在するとき、組成物中に含まれ得るエモリエント剤の量は、含まれる特定のなエモリエ
ント剤、所望される皮膚への利益、組成物中の他の成分および同様の要因を含むさまざま
の要因に依存するであろう。組成物は、全重量の０から１００％のエモリエント剤を含む
であろう。好ましくは、組成物は、約１０から約９５重量％、より好ましくは約２０から
約８０重量％、および最も好ましくは約４０から約７５重量％のエモリエント剤を含むで
あろう。
【０１１９】
本発明において有用なある種のスキンケア組成物の別の任意であるが特に重要な成分は、
処理されたカフスの所望の位置に（好ましいエモリエント剤および／または他の皮膚の状
態調整／保護剤を含む）組成物を固定することが可能な薬剤である。組成物の中のある種
の好ましいエモリエント剤は２０℃で可塑的または液体コンシステンシーを有するので、
それは、穏やかな剪断に供されたときでさえ流動または移動する傾向がある。特に溶融ま
たは融解した状態で、カフスの身体表面または他の位置に適用されたとき、エモリエント
剤は処理された領域には主としてとどまらないであろう。代わりに、エモリエント剤は、
吸収製品の所望でない領域に移動し、流動する傾向がある。
【０１２０】
具体的には、もしエモリエント剤が製品の内部に移動するならば、エモリエント剤は、本
発明において有用な組成物において用いられる多くのエモリエント剤及び他のスキンコン
ディショニング剤の疎水特性により吸収性コアの吸収性に望ましからぬ影響を引き起こし
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得る。それはまた、はるかに多くのエモリエント剤が所望の利益を得るためにカフスに適
用されねばならないことをも意味する。エモリエント剤のレベルを増加させることは、コ
ストを増大させるのみならず、コアの吸収性に対する望ましからぬ影響および処理された
カフスの加工処理／変換のあいだの組成物の望ましからぬ移動をも悪化させる。
【０１２１】
固定化剤は、エモリエント剤を組成物が適用されるカフスの表面上または領域内に主に局
在させつづけることによりエモリエント剤が移動または流動するこの傾向を相殺する。こ
のことは、部分的には、固定化剤がエモリエント剤の融点及び／または粘度を越えて組成
物の融点及び／または粘度を大きくすると言う事実によると思われる。固定化剤は、好ま
しくは、エモリエント剤と混和性である（かまたは適当な乳化剤の補助によりエモリエン
ト剤の中に溶解されるかまたはその中に分散される）ので、固定化剤は、カフスの着用者
に接触する表面の表面上に、または適用される領域にエモリエント剤を捕捉する。
【０１２２】
適用されるカフスの着用者に接触する表面または領域上に固定化剤を「ロック」すること
もまた有益である。このことは、カフスへの適用の際に速やかに設置される（すなわち、
固形化する）固定化剤を用いることにより達成され得る。加えて、ブロワー、ファン、冷
却ロールなどによる処理されたカフスの外側からの冷却は、固定化剤の結晶化を加速させ
得る。
【０１２３】
エモリエント剤と混和性である（かまたはその中に溶解される）ことに加えて、固定化剤
は、好ましくは、周囲温度で固形または半固形である組成物を提供する溶融プロフィール
を有する。この点において、好ましい固定化剤は少なくとも約３５℃の融点を有する。こ
のことは、固定化剤それ自体が移動または流動する傾向を有さないようにである。好まし
い固定化剤は少なくとも約４０℃の融点を有するであろう。典型的には、固定化剤は、約
５０℃から約１５０℃の範囲の融点を有するであろう。
【０１２４】
利用されるとき、ここで有用な固定化剤は、スキンケア組成物の好ましい特性がここで記
載される皮膚への利益を提供する限り多数の薬剤のいずれかから選択され得る。好ましい
固定化剤は、Ｃ14－Ｃ22脂肪アルコール、Ｃ12－Ｃ22脂肪酸、２から約３０の範囲の平均
エトキシル化度を有するＣ12－Ｃ22脂肪アルコールエトキシレートおよびその混合物から
なる群より選択される１成員を含むであろう。好ましい固定化剤には、Ｃ16－Ｃ18脂肪ア
ルコール、最も好ましくは、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコ
ール、およびそれらの混合物からなる群より選択される結晶性高融点材料が含まれる。（
それらの材料の直鎖構造は、処理されたカフスでの固形化を加速し得る。）セチルアルコ
ールとステアリルアルコールの混合物は特に好ましい。他の好ましい固定化剤には、最も
好ましくは、パルミチン酸、ステアリン酸およびそれらの混合物からなる群より選択され
るＣ16～Ｃ18脂肪酸が含まれる。パルミチン酸とステアリン酸の混合物が特に好ましい。
さらに他の好ましい固定化剤には、約５から約２０の範囲の平均エトキシル化度を有する
Ｃ16～Ｃ18脂肪アルコールエトキシレートが含まれる。好ましくは、脂肪アルコール、脂
肪酸及び脂肪アルコールは直鎖である。重要なことに、Ｃ16～Ｃ18脂肪アルコールのよう
なそれらの好ましい固定化剤は、組成物の結晶化の速度を増加させ、組成物を基材の表面
上で急速に結晶化させる。
【０１２５】
ここで用いられ得る他のタイプの固定化剤には、ポリヒドロキシ脂肪酸エステル、ポリヒ
ドロキシ脂肪酸アミド、およびそれらの混合物が含まれる。好ましいエステルおよびアミ
ドは、ポリヒドロキシ部分について３以上の遊離水酸基を有し、典型的には特徴としてノ
ニオン性である。組成物が適用されるカフスを用いるものの可能な皮膚への感受性のため
に、それらのエステルおよびアミドもまた、比較的穏やかで皮膚に対して刺激がなくある
べきである。
【０１２６】
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本発明における使用のために適切なポリヒドロキシ脂肪酸エステルは、式
【式２】

【０１２７】
（式中、Ｒは、Ｃ5 －Ｃ31炭化水素基、好ましくは直鎖Ｃ7 －Ｃ19アルキルまたはアルケ
ニル、より好ましくは直鎖Ｃ9 －Ｃ17アルキルまたはアルケニル、最も好ましくは直鎖Ｃ

11－Ｃ17アルキルまたはアルケニル、またはそれらの混合物であり、Ｙは、鎖に直接結合
する少なくとも２つの遊離水酸基を有する炭化水素鎖を有するポリヒドロキシ炭化水素部
分であり、ｎは少なくとも１である）を有する。適切なＹ基は、グリセロール、ペンタエ
リスリトールのようなポリオール、ラフィノース、マルトデキストロース、ガラクトース
、シュークロース、グルコース、キシロース、フルクトース、マルトース、ラクトース、
マンノースおよびエリスロースのような糖、エリスリトール、キシリトール、マリトール
、マンニトール、およびソルビトールのような糖アルコール、およびソルビタンのような
糖アルコールの無水物から誘導され得る。
【０１２８】
本発明における使用にとって適切なポリヒドロキシ脂肪酸エステルの１つのクラスは、あ
る種のソルビタンエステル、好ましくはＣ16－Ｃ22飽和脂肪酸のソルビタンエステルを含
む。それらが典型的に製造される様式のために、それらのソルビタンエステルは通常、モ
ノ－、ジ－、トリ－などのエステルの混合物を含む。適切なソルビタンエステルの典型例
には、例えば、ソルビタンモノ、ジおよびトリパルミテート、ソルビタンモノ、ジおよび
トリステアレート、ソルビタンモノ、ジおよびトリベヘネート、ならびに混合獣脂脂肪酸
ソルビタンモノ、ジおよびトリエステルのような、それらのソルビタンエステルの１以上
のモノ、ジおよびトリエステルバージョンを含むソルビタンパルミテート（例えば、ＳＰ
ＡＮ４０）、ソルビタンステアレート（例えば、ＳＰＡＮ６０）、およびソルビタンベヘ
ネートが含まれる。ソルビタンステアレートを有するソルビタンパルミテートのような異
なるソルビタンエステルの混合物もまた用いられ得る。特に好ましいソルビタンエステル
は、典型的にはＳＰＡＮ６０のようなモノ、ジおよびトリエステル（加えて一部テトラエ
ステル）の混合物としてのソルビタンステアレート、およびロンザ（Ｌｏｎｚａ），Ｉｎ
ｃ．により商品名ＧＬＹＣＯＭＵＬ－Ｓの下で販売されるソルビタンステアレートである
。それらのソルビタンエステルは典型的には、モノ、ジおよびトリエステル、加えて一部
テトラエステルの混合物を含むけれども、モノおよびジエステルは通常はそれらの混合物
の優先種である。
【０１２９】
本発明における使用にとって適切なポリヒドロキシ脂肪酸エステルのもう１つのクラスは
、ある種のグリセリルモノエステル、好ましくは、グリセリルモノステアレート、グリセ
リルモノパルミテート、およびグリセリルモノベヘネートのようなＣ16－Ｃ22飽和脂肪酸
のグリセリルモノエステルを含む。また、ソルビタンエステルの様に、グリセリルモノエ
ステル混合物は、典型的には、一部ジおよびトリエステルを含む。しかしながら、そのよ
うな混合物は、本発明において有用であるためにグリセリルモノエステル種を優先的に含
むべきである。
【０１３０】
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本発明における使用にとって適切なポリヒドロキシ脂肪酸エステルのもう１つのクラスは
、ある種のシュークロース脂肪酸エステル、好ましくは、シュークロースのＣ12－Ｃ22飽
和脂肪酸エステルを含む。シュークロースモノエステルおよびジエステルは特に好ましく
、シュークロースモノおよびジステアレートならびにシュークロースモノおよびジラウレ
ートを含む。
【０１３１】
本発明における使用のとって適切なポリヒドロキシ脂肪酸アミドは式
【式３】

【０１３２】
（式中、Ｒ1 はＨ、Ｃ1 －Ｃ4 炭化水素、２－ヒドロキシエチル、２－ヒドロキシプロピ
ル、メトキシエチル、メトキシプロピルまたはそれらの混合物、好ましくはＣ1 －Ｃ4 ア
ルキル、メトキシエチルまたはメトキシプロピル、より好ましくはＣ1 またはＣ2 アルキ
ルまたはメトキシプロピル、最も好ましくはＣ1 アルキル（すなわち、メチル）またはメ
トキシプロピルであり、Ｒ2 は、Ｃ5 －Ｃ31炭化水素基、好ましくは直鎖Ｃ7 －Ｃ19アル
キルまたはアルケニル、より好ましくは直鎖Ｃ9 －Ｃ17アルキルまたはアルケニル、最も
好ましくは直鎖Ｃ11－Ｃ17アルキルまたはアルケニル、またはそれらの混合物であり、お
よびＺは、鎖に直接結合された少なくとも３水酸基を有する直鎖炭化水素鎖を有するポリ
ヒドロキシ炭化水素部分である。）を有する。それらのポリヒドロキシ脂肪酸アミドなら
びにその製造を開示する（参照により本明細書に組み込まれる）１９９２年１２月２９日
に発行された米国特許第５，１７４，９２７号（Ｈｏｎｚａ）を参照されたい。
【０１３３】
Ｚ部分は、好ましくは、還元アミノ化反応で還元糖から、最も好ましくはグリシチルから
誘導される。適切な還元糖には、グルコース、フルクトース、マルトース、ラクトース、
ガラクトース、マンノース、およびキシロースが含まれる。高デキストロースコーンシロ
ップ、高フルクトースコーンシロップ、および高マルトースコーンシロップ並びに上記個
々の糖が利用され得る。それらのコーンシロップは、Ｚ部分についての糖成分の混合物を
作り出し得る。
【０１３４】
Ｚ部分は、好ましくは、－ＣＨ2 －（ＣＨＯＨ）n －ＣＨ2 ＯＨ、－ＣＨ（ＣＨ2 ＯＨ）
－［（ＣＨＯＨ）n-1 ］－ＣＨ2 ＯＨ、－ＣＨ2 ＯＨ－ＣＨ2 －（ＣＨＯＨ）2 （ＣＨＯ
Ｒ3 ）（ＣＨＯＨ）－ＣＨ2 ＯＨからなる群より選択され、式中、ｎは３から５の整数で
あり、Ｒ3 はＨまたは環状もしくは脂肪族モノサッカライドである。最も好ましいのは、
ｎが４であるグリシチルであり、特に－ＣＨ2 －（ＣＨＯＨ）4 －ＣＨ2 ＯＨである。
【０１３５】
上記式中、Ｒ1 は例えば、Ｎ－メチル、Ｎ－エチル、Ｎ－プロピル、Ｎ－イソプロピル、
Ｎ－ブチル、Ｎ－２－ヒドロキシエチル、Ｎ－メトキシプロピルまたはＮ－２－ヒドロキ
シプロピルであり得る。Ｒ2 は、例えば、コカミド、ステアラミド、オレアミド、ラウラ
ミド、ミリスタミド、カプリカミド、パルミタミド、タロウアミド、などを提供するよう
に選択され得る。Ｚ部分は、１－デオキシグルシチル、２－デオキシフルクチチル、１－
デオキシマルチチル、１－デオキシラクチチル、１－デオキシガラクチチル、１－デオキ
シマンニチル、１－デオキシマルトトリオチチルなどであり得る。
【０１３６】
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最も好ましいポリヒドロキシ脂肪酸アミドは一般式
【式４】

【０１３７】
（式中、Ｒ1 はメチルまたはメトキシプロピルであり、Ｒ2 はＣ11～Ｃ17直鎖アルキルま
たはアルケニル基である）を有する。それらは、Ｎ－ラウリル－Ｎ－メチルグルカミド、
Ｎ－ラウリル－Ｎ－メトキシプロピルグルカミド、Ｎ－ココイル－Ｎ－メチルグルカミド
、Ｎ－ココイル－Ｎ－メトキシプロピルグルカミド、Ｎ－パルミチル－Ｎ－メトキシプロ
ピルグルカミド、Ｎ－タロウイル－Ｎ－メチルグルカミド、またはＮ－タロウイル－Ｎ－
メトキシプロピルグルカミドを含む。
【０１３８】
前記の様に、固定化剤の一部は、エモリエント剤中に可溶化するために乳化剤を必要とし
得る。これは特に、少なくとも約７のＨＬＢ値を有するＮ－アルキル－Ｎ－メトキシプロ
ピルグルカミドのようなある種のグルカミドについての場合である。適切な乳化剤は、典
型的には、約７未満のＨＬＢ値を有するものを含む。この点において、約４．９以下のＨ
ＬＢ値を有するソルビタンステアレートのようなすでに記載されたソルビタンエステルは
、ペトロラタム中にそれらのグルカミド固定化剤を溶解する上で有用であることが見出さ
れている。他の適切な乳化剤には、ステアレス－２（式中ｎが２の平均値を有する式ＣＨ

3 （ＣＨ2 ）17（ＯＣＨ2 ＣＨ2 ）n ＯＨに合致するステアリルアルコールのポリエチレ
ングリコールエーテル）、ソルビタントリステアレート、ラウリン酸イソソルバイド、お
よびグリセリルモノステアレートが含まれる。実質的に均質の混合物が得られるように乳
化剤がエモリエント剤中に固定化剤を溶解させるために十分な量で含まれ得る。例えば、
通常単相混合物に溶解しないＮ－ココイル－Ｎ－メチルグルカミドとペトロラタムとのほ
ぼ１：１の混合物は、乳化剤としてのステアレス－２とソルビタントリステアレートとの
１：１混合物の２０％の付加により単相混合物に溶解するであろう。
【０１３９】
単独でかまたは上記固定化剤と組み合わせでかのいずれかで固定化剤として用いられ得る
他のタイプの成分には、カルナウバロウ、オゾケライト、ビーズワックス、キャンデリラ
、パラフィン、セレシン、エスパルト、ウーリキュリ、レゾワックス、イソパラフィン、
および他の公知の地中から産出される鉱物ワックスのようなワックスが含まれる。それら
の材料の高融点は、カフス上の所望の表面または位置に組成物を固定することを補助し得
る。加えて、微小結晶性ワックスは有効な固定化剤である。微小結晶性ワックスは、スキ
ンケア組成物の中に低分子量炭化水素を「ロック」し尽くすことを助け得る。好ましくは
、ワックスはパラフィンワックスである。特に好ましい別の固定化剤の例は、ニューヨー
ク州ウエスト・バビロン（Ｗｅｓｔ　Ｂａｂｙｌｏｎ）のＰ．Ｏ．ボックス１０９８の１
１７０４のストラール・アンド・ピッチュ（Ｓｔｒａｈｌ　ａｎｄ　Ｐｉｔｓｃｈ）Ｉｎ
ｃ．由来のパラフィンＳ．Ｐ．４３４のようなパラフィンワックスである。
【０１４０】
組成物中に含まれ得る任意の固定化剤の量は、含まれる活性成分（例えば、エモリエント
剤）、含まれる特定の固定化剤、何であれ、組成物中の他の成分、乳化剤が他の成分中に
固定化剤を溶解させるために必要とされるかどうかなどの様な要因を含むさまざまの要因
に依存するであろう。存在するとき、組成物は、典型的には、約５から約９０％の固定化
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剤を含むであろう。好ましくは、組成物は約５から約５０％、最も好ましくは約１０から
約４０％の固定化剤を含むであろう。
【０１４１】
組成物は、このタイプの乳化物、クリーム、軟膏、ローション、パウダー、懸濁液などに
おいて典型的に存在する他の成分を含み得る。それらの成分には、水、粘度改良剤、香料
、感染防止抗菌活性成分、抗ウイルス剤、ビタミン、製剤成分、フィルムフォーマー、ア
ロエベラ、消臭剤、乳白剤、アストリンゼン、溶剤、防腐剤などが含まれる。加えて、セ
ルロース誘導体、タンパク質およびレシチンのような安定化剤が組成物の製品寿命を高め
るために加えられ得る。それらの材料の全ては、そのような製剤化のために添加剤として
当該技術において周知であり、ここでの使用のために組成物中に適当量用いられ得る。
【０１４２】
もし水性スキンケア組成物が用いられるならば、防腐剤が必要であろう。適切な保存料に
は、プロピルパラベン、メチルパラベン、ベンジルアルコール、ベンジルコニウム、三塩
基性燐酸カルシウム、ＢＨＴ、またはクエン酸、酒石酸、マレイン酸、乳酸、リンゴ酸、
安息香酸、サリチル酸等のような酸が含まれる。適切な粘度増加剤には、有効な固定化剤
として記載された薬剤の一部が含まれる。他の適切な粘度増加剤には、アルキルガラクト
マンナン、シリカ、タルク、ケイ酸マグネシウム、ソルビトール、コロイダル二酸化シリ
コーン、ケイ酸マグネシウムアルミニウム、ステアリン酸亜鉛、ウールワックスアルコー
ル、ソルビトン、セスキオレエート、セチルヒドロキシエチルセルロースおよび他の修飾
されたセルロースが含まれる。適切な溶剤には、プロピレングリコール、グリセリン、シ
クロメチコーン、ポリエチレングリコール、ヘキサレングリコール、ジオールおよび多水
酸基溶剤が含まれる。適切なビタミンには、Ａ、Ｄ－３、Ｅ、Ｂ－５およびＥアセテート
が含まれる。
【０１４３】
Ｃ．カフス（または他のウエブ）へのスキンケア組成物の適用
本発明による処理されたカフスの製品を製造する上で、スキンケア組成物は、好ましくは
、カフスの身体表面（すなわち、着用者に接触する表面）に適用される。しかしながら、
ここで開示されるある種のスキンケア組成物は、ここで開示されるカフス材料の一部を貫
通するかまたは移動して通過し得るので、スキンケア組成物は、有効量のスキンケア組成
物が身体表面に配置される様に、代わりにカフスの着衣表面に適用され得る。実際、一部
の環境においては、適用は一方の表面のみになされるけれども、完全に処理されたカフス
（すなわち、両方の部分が処理されている）の利益を達成するためにこのことは好ましい
アプローチであり得る。
【０１４４】
溶融または液体コンシステンシーを有する潤滑材料を分布させるさまざまの適用方法のい
ずれかがカフスにスキンケア組成物を適用するために用いられ得る。適切な適用方法には
、コーティング（例えばグラビアコーティングまたはスロットコーティング）、スプレー
、印刷（例えば、フレキソ印刷）、押し出し、またはそれらのまたは他の適用技術の組合
わせ（例えば、カレンダーロールのような回転表面上にスキンケア組成物をスプレーし、
次いで、おむつのカフスの身体表面にスキンケア組成物を接触コーティングさせることに
より移行させる）が含まれる。所望ならば、スキンケア組成物はまた、カフスの両方の側
面にも適用され得る。
【０１４５】
カフスにスキンケア組成物を適用する方式は、カフスがスキンケア組成物で過剰に飽和し
ないようにすべきである。もしカフスが過剰量のスキンケア組成物で処理されるならば、
スキンケア組成物は製品の所望でない位置に、例えば下にある吸収性コアの吸収性に対し
て不利益な影響を有し得る製品の内部に、移動する大きな潜在的性質がある。また、カフ
スの飽和は、治療的および／または保護的なスキンケア組成物の利益を得るために必要と
されない。
【０１４６】
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カフスに適用されるスキンケア組成物の最小レベルは、紅斑、おむつかぶれ、赤化、皮膚
の刺激、または他の皮膚の悪い状況を減少させる上で有効な最小量である。（組成物はま
た、着用者の皮膚へのＢＭの粘着を減少させる上でも有効であり得る。）もちろん、スキ
ンケア組成物の有効量は、かなりの程度まで、用いられる特定のスキンケア組成物に依存
するであろう。エモリエント剤はカフスの身体表面上に実質的に固定されるので、所望の
スキンケアの利益を与えるために必要とされるスキンケア組成物はより少なくてすむ。そ
のような比較的少ないレベルのスキンケア組成物は、カフスに所望の治療的および／また
は保護的なスキンケア組成物の利益を与えるのに適切である。
【０１４７】
スキンケア組成物は、カフスの一方または両方の表面またはその部分に均等かつ均一に適
用され得る。スキンケア組成物もまた、あるパターン（すなわち、ストライプ、ボックス
、ドット、スパイラルなど）で適用され得る。好ましくは、スキンケア組成物は、使用時
に着用者と最も接触するカフスの領域と重ね合わされる。最も好ましくは、本明細書で以
後例において記載される様に、スキンケア組成物はカフスの別々の部分にストライプとし
て適用され、例えば、１．４インチ幅（おむつの横方向、カフスの遠位端が覆われるよう
に）および１１．７５インチ長（おむつの縦方向）のパッチが一般的にカフスの身体表面
のクロッチ部分において配置される。
【０１４８】
スキンケア組成物はまた、カフスの一方または両方の表面に不均一にも適用され得る。「
不均一」により、スキンケア組成物の量、分布のパターンなどがカフスの表面にわたって
変化し得ることが意味される。例えば、その上にいずれのスキンケア組成物も有さない表
面の部分を含むカフスの処理された表面の一部は、より多くの量かまたはより少ない量の
スキンケア組成物を有し得る。
【０１４９】
スキンケア組成物は、カフスまたは組み立てのあいだのいずれかの時点でカフスの一部を
形成するウエブに適用され得る。例えば、スキンケア組成物は、包装される前に最終製品
のカフスに適用され得る。スキンケア組成物はまた、他の製品部材との組み合わせの前に
変換部位で、またはあらかじめ処理された貯蔵材料としてのいずれかで、最終製品を形成
するように他の原材料と組み合わせられる前にカフスまたはウエブに適用され得る。
【０１５０】
スキンケア組成物は典型的にはその溶融からカフスに適用される。スキンケア組成物は周
囲温度を有意に超える温度で溶融するので、それは通常カフスへの加熱されたコーティン
グとして適用される。典型的には、スキンケア組成物は、カフスへの適用の前に、約３５
℃から約１００℃、好ましくは４０℃から約９０℃の範囲の温度に加熱される。一旦溶融
されたスキンケア組成物がカフスに適用されると、それは、カフスの表面上に配置された
固形化したコーティングまたはフィルムを形成するように冷却され、固形化させられる。
好ましくは、適用プロセスは、組成物の冷却／設定を補助するように設計される。
【０１５１】
カフスへの本発明のスキンケア組成物の適用においては、スロットコーティング、押し出
しコーティング、グラビアコーティング、およびスプレー法が好ましい。図５は、変換操
作の間のおむつのバリアカフスへのスキンケア組成物の連続的または断続的接触スロット
コーティングを含む好ましい方法を例示する。図５を参照すると、コンベアベルト１は、
回転ロール３および４上を矢印により示される方向に前進し、反転するコンベアベルト２
となる。コンベアベルト１は、ローションのないおむつ５を、バリアカフス部材７が温熱
溶融（例えば６５℃）スキンケア組成物でコートされる接触スロットコーティングステー
ション６に運ぶ。スロットコーティングステーション６を離れた後、おむつ５は、処理さ
れたバリアカフスを有するおむつ８となる。バリアカフス部材７に移行するスキンケア組
成物の量は、（１）溶融スキンケア組成物が接触スロットコーティングステーション６か
ら適用される速度、および／または（２）コンベアベルト１がスロットコーティングステ
ーション６の下を走行する速度、および／または（３）接触スロットコーティングステー
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ションの位置により制御される。（所望であれば、カフスとトップシートの両方がその上
に配置されるスキンケア組成物を有するようにコーティングステーションはバリアカフス
部材７ならびにトップシート３８の一部をコートするように配置され得る。）
図６は、カフスが最終製品に他の原材料と組み合わせられる前に、おむつのバリアカフス
上にスキンケア組成物の接触スロットコーティングを含む別の好ましい方法を例示する。
図６を参照すると、不織バリアカフスウエブ１は親バリアカフスロール２から解き放たれ
（矢印２ａにより示される方向に回転する）、ウエブの一方の側が温熱溶融（例えば、６
５℃）スキンケア組成物でコートされる接触スロットコーティングステーション６に前進
する。スロットコーティングステーション６を離れた後、不織バリアカフスウエブ１は３
により示される処理されたバリアカフスウエブとなる。処理されたバリアカフスウエブ３
は次いで、回転ロール４と回転ロール８のまわりを前進し、次いで、親ロール１０に巻き
取られる（矢印１０ａにより示される方向に回転する）。処理されたウエブは、次いで、
変換操作の間にバリアカフスのバリアカフス部材を形成するようにおむつのシャーシに取
り付けられる。
【０１５２】
Ｄ．トップシートおよびカフス上のスキンケア組成物
図７において示されるように、第１のスキンケア組成物は、第２のスキンケア組成物が１
以上のカフスに配置されうる一方でトップシートに配置され得る。トップシートとカフス
の両方へのスキンケア組成物の付加はいずれか一方のみよりもより有効に機能することが
見出された。処理されたトップシートと処理されたカフスの組合わせは、スキンケア組成
物が移行し得るより大きな皮膚面積を提供する。より大きな面積の皮膚がそこに移行する
スキンケア組成物を有することについては、着用者の皮膚の全部がより健康な状態に維持
されるようなことが起こる上で更に良い。
【０１５３】
上記の様に、第１のスキンケア組成物および第２のスキンケア組成物は同じ製剤であり得
る。しかしながら、もし第１のスキンケア組成物が第２のスキンケア組成物と異なるなら
ば、そのときは、おむつは、着用者の皮膚の具体的部分に具体的なスキンケアの利益を投
与するように設計され得ることが見出された。例えば、トップシートは典型的には使用の
あいだに着用者の生殖器と臀部に接触するので、例えば、おむつかぶれの予防および／ま
たは治療を提供するように具体的に製剤化された第１のスキンケア組成物はトップシート
に配置され得る。カフスは着用者の腰部および脚部と接触するようになる傾向があるので
、第２のスキンケア組成物は、例えば、摩擦／赤化を減少させる利益を提供するように具
体的に製剤化され得る。従って、おむつの特定部分は、スキンケア治療またはメンテナン
スのために着用者の皮膚の特定領域に照準を絞って具体的に製剤化されたスキンケア組成
物を有し得る。このことは、多数の異なる消費者の必要のために特別に設計された製品を
提供するようにおむつの設計および製造者の能力における大きな柔軟性を可能とする。
【０１５４】
スキンケア組成物の製剤化におけるもう１つの変形は、スキンケア組成物が配置される要
素の機能に由来し得る。例えば、カフスは典型的には、おむつの中に尿および流動性ＢＭ
を包含し、拘束するように設計される。カフスは、液体が材料を通過することを防止する
ように疎水性であり、特に液体不透過性であることが所望され得る。スキンケア組成物も
また疎水性であるならば、それはカフスを通る液体の通過に抵抗することにおいてカフス
を補助し得る。対照的に、トップシートは、尿または経血が吸収性コアにトップシートを
素早く貫通することを可能とするように極めて液体透過性である必要がある。トップシー
ト上の疎水性スキンケア組成物の配置は、トップシートの性能を低減させ得る。トップシ
ートの性能を維持するためにトップシート上に親水性スキンケア組成物を配置することは
より望ましいことであり得る。それゆえ、ある種の態様においては、トップシート上に配
置されるスキンケア組成物の少なくとも一部は、トップシートを通る液体（例えば尿）の
急速な移行を促進するように親水性材料で作られていることが望ましいであろう。同様に
、スキンケア組成物は、液体がトップシートを急速に移行することを保証するように十分
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に濡れ性であることが望ましいであろう。代わりに、トップシートの流体操縦特性が適切
に維持されるように適用される限り、疎水性スキンケア組成物も利用され得る。例えば、
トップシートへの組成物の不均一な適用は、この目標を達成するための１つの手段である
。不均一適用の例は、参照により本明細書に組み込まれる１９９７年８月８日に出願され
たローらの「ローションを付されたトップシートを有するおむつ」と言う表題の米国特許
出願シリアル番号第０８／９０８，８５２号（Ｐ＆Ｇケース５４９４ＣＲ）において開示
されている。
【０１５５】
親水性組成物が所望される場合、組成物中に用いられる特定成分に依存して、親水性界面
活性剤（または親水性界面活性剤の混合物）は、濡れ性を向上させるために要求され得る
かまたはされ得ない。例えば、Ｎ－ココイル－Ｎ－メトキシプロピルグルカミドのような
一部の固定化剤は、少なくとも約７のＨＬＢ値を有し、親水性界面活性剤の付加なしに十
分に濡れ性である。約７未満のＨＬＢ値を有するＣ16～Ｃ18脂肪アルコールのような他の
固定化剤は、組成物がトップシートに適用されるとき、濡れ性を向上させるために親水性
界面活性剤の付加を要求し得る。同様に、もし親水性組成物が所望されるならば、ペトロ
ラタムのような疎水性エモリエント剤は親水性界面活性剤の付加を要求し得る。もちろん
、濡れ性に関る問題は、考慮されている着用者に接触する表面が疎水性であることを所望
されるとき、または材料の流体操縦特性が他の手段（例えば、不均一適用）により適切に
維持されるとき重要な要因ではない。
【０１５６】
適切な親水性界面活性剤は、好ましくは、混合物を形成するようにスキンケア組成物の他
の成分と混和性である。組成物が適用される使い捨て吸収製品を用いるものの可能な皮膚
の感受性のために、それらの界面活性剤もまた比較的穏やかで皮膚に刺激のないものであ
るべきである。典型的には、それらの親水性界面活性剤は、皮膚に刺激がないのみならず
、処理されたおむつの中のいずれか他の構造に対して他の望ましからぬ影響を回避するた
めにもノニオン性である。例えば、ティッシュラミネートの引張り強度の減少、接着剤の
結合の十分さなどである。
【０１５７】
組成物がトップシートに適用されて後、適切なノニオン性界面活性剤は実質的に移動性が
なく、典型的には約４から約２０、好ましくは約７から約２０の範囲のＨＬＢ値を有する
。移動性がないようであるために、それらのノニオン性界面活性剤は、典型的には、例え
ば少なくとも約３０℃のような、貯蔵、航海、販売、および使い捨て吸収製品の使用のあ
いだに通常遭遇する温度より高い溶融温度を有する。この点において、それらのノニオン
性界面活性剤は好ましくは、すでに記載された固定化剤の融点と同様の融点を有するであ
ろう。
【０１５８】
トップシートに適用される組成物における使用のために適切なノニオン性界面活性剤には
、アルキルグリコシド、参照により組み込まれる１９７７年３月８日に発行された米国特
許第４，０１１，３８９号（ランドン（Ｌａｎｇｄｏｎ）ら）において記載されるアルキ
ルグリコシドエーテル、（ニュージャージー州フェアローン（Ｆａｉｒ　Ｌａｗｎ）のロ
ンザ，Ｉｎｃ．から入手可能な）ペゴスパース（Ｐｅｇｏｓｐｅｒｓｅ）１０００ＭＳの
ようなアルキルポリエトキシル化エステル、ＴＷＥＥＮ６０（約２０の平均エトキシル化
度を有するステアリン酸のソルビタンエステル）およびＴＷＥＥＮ６１（約４の平均エト
キシル化度を有するステアリン酸のソルビタンエステル）のような約２から約２０、好ま
しくは約２から約１０の平均エトキシル化度を有するＣ12－Ｃ18脂肪酸のエトキシル化ソ
ルビタンモノ、ジおよび／またはトリエステルおよび脂肪アルコールと約１から約５４モ
ルのエチレンオキサイドとの縮合生成物が含まれる。脂肪アルコールのアルキル鎖は典型
的に直鎖（線形）形状で存在し、約８から約２２炭素原子を含む。特に好ましいものは、
アルコールのモル当り約２から約３０モルのエチレンオキサイドと約１１から約２２炭素
原子を含むアルキル基を有するアルコールとの縮合生成物である。そのようなエトキシル
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化アルコールの例には、アルコールのモル当り７モルのエチレンオキサイドとミリスチル
アルコールとの縮合生成物、約６モルのエチレンオキサイドとココナッツアルコール（１
０から１４炭素原子の長さで変化するアルキル鎖を有する脂肪アルコールの混合物）の縮
合生成物が含まれる。ユニオンカーバイドコーポレーションにより販売されるＴＥＲＧＩ
ＴＯＬ１５－Ｓ－９（９モルのエチレンオキサイドとＣ11～Ｃ15直鎖アルコールとの縮合
生成物）、ザ・プロクター＆ギャンブルＣｏ．により販売されるＫＹＲＯ　ＥＯＢ（９モ
ルのエチレンオキサイドとＣ13～Ｃ15直鎖アルコールとの縮合生成物）、特にＮＥＯＤＯ
Ｌ２５－１２（１２モルのエチレンオキサイドとＣ12～Ｃ15直鎖アルコールとの縮合生成
物）およびＮＥＯＤＯＬ２３－６．５Ｔ（ある種の不純物を除去するために蒸留された（
常圧蒸留された）６．５モルのエチレンオキサイドとＣ12～Ｃ13直鎖アルコールとの縮合
生成物）であるシェルケミカルＣｏ．により販売されるＮＥＯＤＯＬブランドの界面活性
剤、及び特に、ＰＬＵＲＡＦＡＣ　Ａ－３８（２７モルのエチレンオキサイドとＣ18直鎖
アルコールとの縮合生成物）であるＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐ．により販売されるＰＬＵＲＡＦ
ＡＣブランドの界面活性剤を含む多数の適切なエトキシル化アルコールが商業的に入手可
能である。（ある種の親水性界面活性剤、特にＮＥＯＤＯＬ２５－１２のようなエトキシ
ル化アルコールもまたアルキルエトキシレートエモリエント剤として機能し得る）。好ま
しいエトキシル化アルコール界面活性剤の他の例には、ＩＣＩのクラスのＢｒｉｊ界面活
性剤およびその混合物が含まれ、Ｂｒｉｊ７２（すなわちステアレス－２）およびＢｒｉ
ｊ７６（すなわちステアレス－１０）が特に好ましい。また、約１０から約２０の平均エ
トキシル化度にエトキシル化されたセチルアルコールとステアリルアルコールの混合物も
また親水性界面活性剤として用いられ得る。
【０１５９】
組成物における使用のために適切な界面活性剤のもう１つのタイプには、アメリカン・サ
イアナミド・カンパニーにより販売されるスルホコハク酸ナトリウムのジオクチルエステ
ルのエアロゾル（Ａｅｒｏｓｏｌ）ＯＴが含まれる。
【０１６０】
組成物における使用のための適切な界面活性剤のさらにもう１つのタイプには、ゼネラル
エレクトリックＳＦ１１８８（ポリジメチルシロキサンとポリオキシアルキレンエーテル
とのコポリマー）およびゼネラルエレクトリックＳＦ１２２８（シリコーンポリエーテル
コポリマー）のようなシリコーンコポリマーが含まれる。それらのシリコーン界面活性剤
は、エトキシル化アルコールのような上記他のタイプの親水性界面活性剤と組み合わせで
用いられ得る。それらのシリコーン界面活性剤は、組成物の重量で０．１％ほどの低さの
濃度で、より好ましくは約０．２５から約１．０％の濃度で有効であることが見出された
。
【０１６１】
親水性組成物が所望される場合、所望のレベルに組成物の濡れ性を増加させるのに必要と
される親水性界面活性剤の量は、部分的には、何であれ用いられる固定化剤のＨＬＢ値及
びレベル、用いられる界面活性剤のＨＬＢ値などの要因に依存するであろう。組成物は、
組成物の濡れ特性を増加させるのに必要とされるとき、約０．１から約５０％の親水性界
面活性剤を含み得る。好ましくは、組成物は、濡れ性を増加させることが必要とされると
き、約１から約２５％、最も好ましくは約１０から約２０％の親水性界面活性剤を含む。
【０１６２】
本出願人は、吸収製品の下での健康な皮膚の維持または改善は、本明細書で記載される吸
収製品のような、通常の使用条件（例えば、接触、動き、製品の適用の後の介護者による
取り扱い、体温など）の下で着用者に移行する２以上のスキンケア組成物で処理されてい
る吸収製品の一定期間（例えば数日）にわたる反復使用により達成され得ることを発見し
た。この点において、吸収製品により覆われる領域における皮膚の健康を維持または改善
するための方法は、
（ａ）皮膚への移行に際して治療的および／または保護的な皮膚への利益を提供する第１
のスキンケア組成物および皮膚への移行に際して第２の皮膚への利益を提供する第２のス



(44) JP 4463419 B2 2010.5.19

10

20

30

40

50

キンケア組成物を有する吸収製品を着用者に適用する工程、
（ｂ）着用の間に第１のスキンケア組成物及び第２のスキンケア組成物の少なくとも一部
を着用者に移行させる工程、および
（ｃ）第１のスキンケア組成物および第２のスキンケア組成物を含まない等価の吸収製品
により覆われる皮膚に対して吸収製品により覆われる皮膚の健康を維持または改善するの
に十分な頻度で１以上の付加的な製品で工程（ａ）および（ｂ）を反復し、（例えば介護
者または着用者による）皮膚の保護剤の手による適用を必要としない工程
を具備する。
【０１６３】
この方法の重点は、２以上のスキンケア組成物を有する吸収製品の使用および皮膚の健康
を維持または改善するための着用者の皮膚への第１のスキンケア組成物および第２のスキ
ンケア組成物の累加的投与の頻繁なサイクルである。さらに出願人は、それぞれの製品着
用による組成物の比較的低レベルの投与は、累加的投与のこの新規の方法に由来する皮膚
への利益を得るのに十分であることを発見した。
【０１６４】
本発明の方法において用いられる製品は、スキンケア組成物が長時間連続的に皮膚に移行
する入手可能な起源を提供する。組成物が移行するとき、それは、保護活性を開始し、維
持するように皮膚表面上に溜まる。用いられた製品が廃棄され、新しいものにより取替え
られるとき、このサイクルは、更なる上記組成物の蓄積のために及び単一または元の製品
がそれ自体について投与したであろうものを越えて反復される。好ましいスキンケア組成
物における使用のためのある種の成分は、角質層を貫通することが知られている（例えば
ペトロラタム、それはここでの使用にとって好ましい）。従って、組成物の量の一部が洗
浄、入浴などにより除去されるときでさえ、またはここで記載された処理された製品の使
用が一時的に断絶した場合でさえ、スキンケア組成物の利益の一部は使用者にとどまるで
あろう。組成物のすべての利益が消散する前に処理された製品の使用が再開されるとき、
使用者は、使用者が処理された製品を用いなかったであろう場合よりも急速に、紅斑およ
び／またはかぶれの減少の点で、利益を得るであろう。
【０１６５】
上記の様に、吸収製品の下の皮膚は、皮膚の状態の低下に対してより感受性が高いことが
一般的に認識されている。典型的には、それらの皮膚の状態の発露には、赤化（紅斑とも
また称される）および／またはかぶれが含まれる。それ自体として、本出願人は、スキン
ケア組成物を含まない等価の吸収製品により覆われる皮膚と比較したとき、方法の所望の
到達点が紅斑及び／またはかぶれの減少または回避である、吸収製品により覆われる領域
における皮膚の健康を維持または改善するための方法をここでは記載する。
【０１６６】
本発明による処理されたおむつのカフス及びトップシートの製造の具体的例示　以下は、
本発明によるスキンケア組成物を有する処理されたカフスおよび／またはトップシートま
たはウエブの具体的例示である。
【０１６７】
例１
Ａ．スキンケア組成物の製造
スキンケア組成物（組成物Ａ）は、以下の溶解した（すなわち液体の）成分を互いに混合
することにより作られる、すなわち、ペトロラタム（パーフェクタ（Ｐｅｒｆｅｃｔａ；
登録商標）としてコネチカット州グリーンウィッチ（Ｇｒｅｅｎｗｉｃｈ）のウィトコ（
Ｗｉｔｃｏ）Ｃｏｒｐ．から入手可能）、ステアリルアルコール（ＣＯ１８９７としてオ
ハイオ州シンシナチのザ・プロクター＆ギャンブル・カンパニーから入手可能）およびア
ロエ抽出物（ケイドール（Ｋａｙｄｏｌ）中のベラジェルリポイド（Ｖｅｒａｇｅｌ　Ｌ
ｉｐｏｉｄ）としてニュージャージー州サウスハッケンザック（Ｓｏｕｔｈ　Ｈａｃｋｅ
ｎｓａｃｋ）のマディス・ボタニカルズ（Ｍａｄｉｓ　Ｂｏｔａｎｉｃａｌｓ），Ｉｎｃ
．から入手可能）。それらの成分の重量パーセンテージは下の表２において示される。
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【０１６８】
Ｂ．ホットメルトコーティングによる処理されたおむつの脚部カフスの製造
スキンケア組成物Ａは、１７０°Ｆの温度で働く加熱されたタンクに配置される。その組
成物は、続いて、１．４インチ幅（おむつの横方向、バリアカフスの遠位端が覆われるよ
うに）と１１．７５インチ長（おむつの縦方向）の面積でおむつのバリアカフスの身体表
面上に直接コンタクトアプリケーター（すなわち、１７０°Ｆの温度で働くメルテックス
（Ｍｅｌｔｅｘ）ＥＰ４５ホットメルト接着剤アプリケーターヘッド）により適用され、
そのパッチは、それぞれの離間弾性部材の一方または両方の末端がスキンケア組成物によ
り覆われるように縦方向にシャーシの中で集中する。付着レベル＝０．０１１６ｇ／ｉｎ
2 （１８．０ｇ／ｍ2 ）。離間弾性部材は、本明細書ですでに記載されたフィンドレーＨ
９２５４のようなずれ（ｃｒｅｅｐ）を避けるための特別に製剤化された接着剤によりバ
リアカフス部材に適切に結合させられる。
【０１６９】
例２
（例１における手順により調製される）スキンケア組成物Ａは続いて、それぞれのバリア
カフス上に１．４インチ幅（おむつの横方向、バリアカフスの遠位端が覆われるように）
のストライプとしておむつのバリアカフスの身体表面上に適用され、バリアカフスの全長
に伸びる。付着レベル＝０．０１１６ｇ／ｉｎ2 （１８ｇ／ｍ2 ）。
【０１７０】
例３
（例１における手順により調製される）スキンケア組成物Ａは続いて、それぞれのバリア
カフス上に１．４インチ幅（おむつの横方向、バリアカフスの遠位端が覆われるように）
で８インチ長（おむつの縦方向）の面積のストライプとしておむつのバリアカフスの身体
表面上に適用され、そのパッチは、離間弾性部材の末端のそれぞれがスキンケア組成物に
より覆われないようにバリアカフスの収縮領域中に集中する。付着レベル＝０．００７７
ｇ／ｉｎ2 （１２．０ｇ／ｍ2 ）。
【０１７１】
例４
Ａ．スキンケア組成物の調製
水分のないスキンケア組成物（スキンケア組成物Ｂ）は、以下の溶解（すなわち、液体）
成分を互いに混合することにより作られる、すなわち、鉱油（ウィトコＣｏｒｐ．により
作られるカーネーション・ホワイト・ミネラル・オイルＵＳＰ）およびセテアリルアルコ
ール（Ｃｅｔｅａｒｙｌ　Ａｌｃｏｈｏｌ）（名称ＴＡ－１６１８の下でザ・プロクター
＆ギャンブル・カンパニーにより作られる混合直鎖Ｃ16－Ｃ18１級アルコール）。それら
の成分の重量パーセンテージは下の表３において示される。
【表３】
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【０１７２】
Ｂ．ホットメルトコーティングによる処理された脚部カフスの製造
スキンケア組成物Ｂは、１７０°Ｆの温度で働く加熱されたタンクに配置される。組成物
は続いて、１．４インチ幅（おむつの横方向、バリアカフスの遠位端が覆われるように）
で１１．７５インチ長（おむつの縦方向）の面積としておむつのバリアカフス上にコンタ
クトアプリケーター（すなわち、１７０°Ｆの温度で働くメルテックスＥＰ４５ホットメ
ルト接着剤アプリケーターヘッド）により適用され、そのパッチは、それぞれの離間弾性
部材の一方または両方の末端がスキンケア組成物で覆われるようにバリアカフスの収縮領
域中に集中する。付着レベル＝０．０１１６ｇ／ｉｎ2 （１８．０ｇ／ｍ2 ）。
【０１７３】
例５
Ａ．スキンケア組成物の調製
水分のないスキンケア組成物（スキンケア組成物Ｃ）は、以下の溶解（すなわち液体）成
分を互いに混合することにより作られる、すなわち、鉱油（ウィトコＣｏｒｐ．により作
られるカーネーション・ホワイト・ミネラル・オイルＵＳＰ）、セテアリルアルコール（
名称ＴＡ－１６１８の下でザ・プロクター＆ギャンブル・カンパニーにより作られる混合
直鎖Ｃ16～Ｃ18１級アルコール）およびセテアレス１０（ＩＣＩアメリカにより作られる
１０の平均エトキシル化度を有するＣ16～Ｃ18直鎖アルコールエトキシレート）。それら
の成分の重量パーセンテージは下の表４において示される。
【表４】

【０１７４】
Ｂ．ホットメルトコーティングによる処理されたおむつの製造
スキンケア組成物Ｃは、１７０°Ｆの温度で働く加熱されたタンクに配置される。組成物
は続いて、１．４インチ幅（おむつの横方向、バリアカフスの遠位端が覆われるように）
および１１．７５インチ長（おむつの縦方向）の面積としておむつのバリアカフス上にコ
ンタクトアプリケーター（すなわち、１７０°Ｆの温度で働くメルテックスＥＰ４５ホッ
トメルト接着剤アプリケーターヘッド）により適用され、そのパッチは、それぞれの離間
弾性部材の一方または両方の末端がスキンケア組成物により覆われるようにバリアカフス
の収縮領域中に集中する。付着レベル＝０．０１１６ｇ／ｉｎ2 （１８．０ｇ／ｍ2 ）。
【０１７５】
例６
Ａ．スキンケア組成物の調製
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水分のないスキンケア組成物（スキンケア組成物Ｄ）は、以下の溶解（すなわち液体）成
分を互いに混合することにより作られる、すなわち、ペトロラタム（パーフェクタ（登録
商標）としてウィトコＣｏｒｐ．から入手可能）、セテアリルアルコール（名称ＴＡ－１
６１８の下でザ・プロクター＆ギャンブル・カンパニーにより作られる混合直鎖Ｃ16～Ｃ

18１級アルコール）、セテアレス１０（ＩＣＩアメリカにより作られる１０の平均エトキ
シル化度を有するＣ16～Ｃ18直鎖アルコールエトキシレート）およびケイドールを有する
ベラジェル１：１リポイド（Ｄｒ．マディス・ラボラトリーズ，Ｉｎｃ．により作られる
鉱油中のアロエ抽出物）。それらの成分の重量パーセンテージは下の表５において示され
る。
【表５】

【０１７６】
Ｂ．ホットメルトコーティングによる処理されたおむつの製造
スキンケア組成物Ｄは、１７０°Ｆの温度で働く加熱されたタンクに配置される。組成物
は続いて、１．４インチ幅（おむつの横方向、バリアカフスの遠位端が覆われるように）
と１１．７５インチ長（おむつの縦方向）の面積としておむつのバリアカフス上にコンタ
クトアプリケーター（すなわち、１７０°Ｆの温度で働くメルテックスＥＰ４５ホットメ
ルト接着剤アプリケーターヘッド）により適用され、そのパッチは、それぞれの離間弾性
部材の一方または両方の末端がスキンケア組成物により覆われるようにバリアカフスの収
縮領域において集中する。付着レベル＝０．０１１６ｇ／ｉｎ2 （１８．０ｇ／ｍ2 ）。
【０１７７】
例７
（例１により作られた）組成物Ａは、１７０°Ｆの温度で働く加熱されたタンクに配置さ
れる。組成物は続いて、ストライプが製品の縦方向に走行するストライプのパターンで製
品のトップシート上にコンタクトアプリケーター（例えば、５つのスロットを有し、１７
０°Ｆの温度で働くメルテックスＥＰ４５ホットメルト接着剤アプリケーターヘッドを用
いる）により適用される。具体的には、５つのストライプが付与され、それぞれのストラ
イプは、付着レベル＝７．７ｍｇ／ｉｎ2 （１２ｇ／ｍ2 、１．１９ｍｇ／ｃｍ2 ）で０
．２５ｉｎ．幅（すなわち、製品の横方向において）および１１．７５ｉｎ．長の大きさ
である。ストライプの間の距離は０．３１ｉｎ．である。
【０１７８】
スキンケア組成物Ａもまた続いてそれぞれのバリアカフス上に１．４インチ幅（横方向、
バリアカフスの遠位端が覆われるように）のストライプとして製品のバリアカフスの身体
表面上に適用され、バリアカフスの全長に伸びる。付着レベル＝０．０１１６ｇ／ｉｎ2 

（１８ｇ／ｍ2 ）。適用は、例１において記載されるのと同じ様式で達成される。
【０１７９】
例８
（例６により作られる）組成物Ｄは、１７０°Ｆの温度で働く加熱されたタンクに配置さ
れる。組成物は続いて、一般的に均一なコーティングで製品のトップシート上にコンタク
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トアプリケーター（例えば、単一のスロットを有し、１７０°Ｆの温度で働くメルテック
スＥＰ４５ホットメルト接着剤アプリケーターヘッドを用いる）により適用される。具体
的には、２．５ｉｎ．幅（すなわち、製品の横方向において）および１１．７５ｉｎ．長
の大きさの１つのストライプが付着レベル＝７．７ｍｇ／ｉｎ2 （１２ｇ／ｍ2 、１．１
９ｍｇ／ｃｍ2 ）で適用される。ストライプは、製品の縦の中心線上に集中するように適
用される。
【０１８０】
スキンケア組成物Ａは続いて、それぞれのバリアカフス上に１．４インチ幅（横方向、バ
リアカフスの遠位端が覆われるように）のストライプとして、製品のバリアカフスの身体
表面上に適用され、バリアカフスの全長に伸びる。付着レベル＝０．０１１６ｇ／ｉｎ2 

（１８ｇ／ｍ2 ）。適用は、例１において記載されるのと同じ様式で達成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、下にある構造を明らかにするために切欠された部分を有する本発明の使
い捨ておむつ態様の平面図である。
【図２】図２は、図１の切断線２～２に沿って取られた部分断面図である。
【図３】図３は、図１の切断線３～３に沿って取られた部分断面図である。
【図４】図４は、本発明による使い捨ておむつの形態における吸収製品の斜視図である。
【図５】図５は、本発明の組成物をおむつのバリアカフスに適用するための好ましいプロ
セスを例示する模式的表現である。
【図６】図６は、本発明の組成物をおむつのバリアカフスに適用するための別のプロセス
を例示する模式的表現である。
【図７】図７は、本発明の別態様の断片断面図である。
【図８】図８は、本発明の更なる別態様の断面図である。
【図９】図９は、本発明の更なる別態様の平面図である。
【図１０】図１０は、本発明の更なる別態様の部分断面図である。
【図１１】図１１は、使用者に着用された本発明の生理用ナプキンとパンティを示す部分
冠状図である。
【図１２】図１２は、おむつのさまざまのパネルを描写する使い捨ておむつ態様の単純化
された平面図である。
【図１３】図１３は、本発明の、それに適用されたスキンケア組成物を有するウエブの部
分断面図である。
【図１４】図１４は、その完全に伸長された状態における図１３のウエブの部分断面図で
ある。
【符号の説明】
１，２…コンベアベルト
３，４，８…回転ロール
５…ローションのないおむつ
６…スロットコーティングステーション
７…バリアカフス部材
８…処理されたバリアカフスを有するおむつ
１０…親ロール
２０，７２０，８２０，９２０，１０２０，１２２０…おむつ
２２…前方腰部領域
２４…後方腰部領域
２６…クロッチ領域
３０…縦側エッジ
３２…エンドエッジ
３４…横中心線
３６…縦中心線
３８…液体透過性トップシート
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４２…液体不透過性バックシート
４４…吸収性コア
４８…吸収性層
５０，５２…ティッシュ層
５４…テープタブファスナー
５５…着地部材
５６，７５６，８５６，９５６…ガスケットカフス
５８，７５８，８５８…サイドフラップ
６０，７６０，８６０…フラップ弾性部材
６２，７６２，１１６２…バリアカフス
６３，７６３…バリアカフス部材
７２，７２’，７２’’，８７２，９７２，９７２’，９７２’’，１０７２，１１７２
，１１７２’，１１７２’’，１３７２，１３７２’…スキンケア組成物
７６…スペーサー弾性部材
７８…閉鎖部材
８４…身体表面
８６…着衣表面
８８…接着部材
９０…弾性接着部材
９２…近位固定部材
１００２…一体的ウエストキャップ／ウエストバンド
１０５６…ウエストバンド
１０５８…ウエストフラップ
１０６２…ウエストキャップ
１１２０…生理用ナプキン
１３０２…ウエブ材料
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